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住宅改修の効果とニーズの経年変化に関する事例調査研究

一効果における制度・助成事業の役割一

主査西野亜希子*1
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本研究は、高齢者、障がい・児者を対象とし、住宅改修の効果とニーズを捉える。また、介護保険制度や自立支援法の住宅改修、自

治体が独自で行う助成事業意義を明らかにし、物的環境と制度から、在宅生活の維持・継続に向けた住宅のあり方を検討するための知

見を得る事を目的とする。調査は、高齢者・障がい者向け住宅改修助成事業の委託業務を行っているNPOの制度利用者、リハビリ病院

退院患者、障がい児・者を文橡に行った。調査で得られた共通ニーズを基に、「計画時の考慮点」と「改修時の考慮点」をまとめた。
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Thepurposeofthisresearchistofindouttheeffectsandrleedsofhousingimprovementandtoinvestigatetheactual

situationofhousingimprovementfortheelderly,forpatientswhohavebeenrecentユtreleasedfromrehabilitation

hospital,fordisabledpeople,andfordisabledchildren.Additiona!ly,thero!eoftheLong-TermCareInsurancesystem

andsubsidiesprovidedby!ocalgover㎜entwerestudied.Basedontheseinvestigations,thewaystomaintainthe

continuoushousingPlanandhouseimprovementaresuggested.

1研究背景と目的

1.1研究背景

在宅生活の基盤である日本の住宅は、第二次大戦後の

1966年から2005年まで設けられた「住宅建設五箇年

計画」により、量・質の確保のための政策が推進されて

きた。文1)しかし、住宅の長寿命化と中古市場の活性化

を促進するため、2006年から住宅政策の指針となる

「住生活基本法」が施行され、「高齢者のいる住宅のバ

リアフリー化」は29%から、2016年までに75%にす

る事が目標として掲げられるなど、居住の安定確保が進

められている。

福祉分野では、2000年に施行された「介護保険制

度」で、「住宅改修」が位置づけられ、要介護者には一

律20万円の住宅改修助成が設けられた。また、2006年

に施行された「自立支援制度」には、「日常生活用具給

付等事業」の居宅生活動作補助用具に住宅改修が位置付

けられ、費用は実施主体である各市町村に委ねられる等、

在宅生活促進のための取り組みが行われている。
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1.2既往研究

既往研究には、住宅改修の実態を調査した林ら

(1992)文2)、村田ら(2003)文3)、藤i原ら(2005)文

'1)がある。住宅改修の評価基準に、黒田ら(1994)sc5)、

林ら(1995)文6)、林(1997)文7)は「身体的効果」、

鈴木ら(1994)文8)は「精神的効果」、佐々木ら

(2006)sc'9)は「身体的・精神的・心理的効果」を用い

た研究を行っている。制度については、野村(1993)文

i°)、村田ら(2007)文mの海外の自治体制度研究があ

る。国内の制度には蓑輪ら(1997)sc]2)の研究があり、

関与専門職の連携に関する研究は、長倉ら(1993)知3)、

高橋ら(2002)文14)、金ら(2007)sc[5)がある。

これらの研究は、介護保険制度開始前の研究が多く、

介護保険制度が開始された2000年以降は制度に関する

研究が多くみられる。また、障がい児・者を対象とした
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住宅改修の研究は少ない。

1.3研究目的

本研究では、在宅生活の基盤である住宅の改修効果と

ニーズを経年的に捉え、身体機能が低下または身体的な

障がいがあっても在宅生活継続可能な住環境の実現に向

け、高齢者、障がい児・者を対象に事例調査を行う。ま

た、制度の利用状況についても調査を行う事で、改修に

おける制度の役割と意義を明らかにし、制度面・住(物

的)環境面から、一人一人が容易に自己決定できる住戸

内外の環境に向けた知見を得る事を目的とする。

2介護保険・自治体助成制度を利用した改修実態

高齢者、障がい児・者を対象に行っている助成事業に

建築士が関与している福岡県の自治体を対象に調査を行

った。調査は自治体が住宅改修業務を委託しているNPO

の協力を得て行った。

2.1助成制度の概要

調査対象地域は、介護保険制度と自治体独自の助成事

業で住宅改修を行っている。自治体が実施主体となって

いる助成事業の住宅改修には、市からの委託を受けた建

築士が「見積り審査」と「完了確認」を行っている。

助成制度は、高齢者の場合、要介護または要支援の認

定を受けた人、障がい者の場合、重度身体障がい者・重

度知的障がい者・重度精神障がい者のいる世帯を対象と

し、支給限度額は30万円である。助成は原則として1

住宅につき1回であり、助成制度の対象工事は、介護

保険と同様の種目の他に自治体独自の改修種目が設けら

れている(2008年4月10日現在)。

2.2審査員の業務事例からみる建築専門職関与

NPOに常駐している2名の審査員が自治体の改修業務

に関与する事で、費用確認、改修内容の適正判断、改修

方法の検討を行っている。また、今回の改修後2年の調

査に建築専門職が「調査員」として加え、施工後のフォ

ローアップを行った。

1)見積もり審査の内容と事例調査協力が得られた

4件の事例は、2007年11月5日～7日に見積もり審査

が行われたものである。審査内容は、①図面による全体

のチェック、②改修箇所の確認、③利用者の動線・暮ら

し方の確認、④改修前の写真確認、⑤見積もり確認であ

る。「見積り審査」には「基準単価」を設けている。

個別に行われた内容については表2-1の通りであり、

「見積もり審査」における、①「施工方法の修正、検討、

確認」、②基準単価に基づいた「見積もり修正」、③

「改修知識、技術普及」の役割が明らかになった。

表2-1見積もり審査の内容と事例
   事例役割具体的内容

   1施工方法の検討案者が提出改修内容に対し、審査員が手すりの位置やつけ方に関する提案を行い再検討されている。
   2施工方法修IE図面、写真から動作を検討しL型から1型手すりへの変更の提案を行い、これが採用された。

   施工方法修正「費用面」、「手すり設置後の有効輻員」の視点から手すりの変更がされた。

   3材料、寸法確認階段手すりの設置が提案されているため、蕃査最は①手すりの材、②蹴上げ、踏み面の寸法確認をした。   見積もり減額修正見積もりの手間賃の減額による見積もり修正をした。
   配水管僖格の減額による見積もり修正をした。

   施工方法の検討手すり設置方法の検討をした。

   改修知識の提供風呂のグレーチングについて、案者は一式購入しか知らなかったため、審査員がカタログを提示しながら蚕だけ購入できる商品を提示しながらどちらを購入するのか検討している。
   4他専門駿との連携改修内容に関し本人と家族が納得している事を確羅した上で、改修前に訪問している役所の窓口担当者(PT)に電諸で状況確認し、玄関段差の改修方法を検討した。

   奪門職の相談窓ロ粟者からの材料選定の相談を受けた。

   施工方法確認見積もりの仕様材親の表紀量から施工方法の確認を行った。

2)完了確認の内容と事例2007年7月17日に完了

確認が行われた事例で、審査員は審査した見積りを基に

確認作業を行った。その結果、廊下手すりは下地補強

(厚さ40mm)を含め、設置壁から手すりの芯までの

距離が100mmであったため、手すりの受けをL型にし、

手すりの出を少なくし、廊下の有効幅員を広く確保する

事を指示し、「完了確認」はこの修正工事後に認められ

 た。

2.3フオローアツプ調査

1)アンケート調査調査は、平成17年度に「介護

保険と助成制度の併用」もしくは「助成制度のみ」によ

る住宅改修した450人を対象にアンケートを行った。

その結果、回答があった193件のうち、「自宅での生

活が出来なくなった」が47件であり、そのうち「施設

入所・入院」29件、「本人死亡」18件であった。改修

実績は表2-2にまとめた。

表2-2平成17年度の住宅改修実績

2)家屋訪問調査調査は、審査員、相談員、施工業

者、介護支援専門員(以下CM)の他に、第三者として

NPOに登録をしている相談員・施工業者のうち選定され

た「調査員」で、家屋訪問(n=85)を行った。

同行した専門職にコメント用紙配布し、家屋訪問後に

回収した結果、本人や家族80件、施工業者55件、相

談員50件、調査員83件、CM20件のコメントが得られ

た。分析は、得られたコメントと2007年7月3日～8

月3日に訪問した事例を対象に行った。

2.4改修の効果

改修後の効果として、本人には「身体的効果」・「精

神的効果」、家族には「介助力軽減効果」等が明らかに
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なった(表2-3)。

表2-3改鯵の効果
   効果具体的内容

   本人身体的効果楽、便利.転倒予防・滋少、助かる、移動の安全、動作の容易性、生活しやすくなる、使いやすさ、機能改善、機能維持、歩行促進などのリハビリ効集が得られていた。
   糟神的効果安心、快適、生活葱欲・慧識の向上、不安の解消が得られていた。

   家族介助力軽滅効果介助の容易性が得られていた。
   役立つ効果家族も利用し、役立つ琿が明らかになった。

2.5自治体独自の改修

1)自治体独自改修内容の実績自治体独自の改修を

改修理由で分析した結果、工事内容を「身体機能に合わ

せた改修」、「利用福祉機器の変化に伴う改修」、「付

帯工事等の改修」に分類でき、「機能の低下に合わせた

改修」が多くみられた(表2-4)。

表2-4自治体独自の改簿内容の実績

     場翫丙客理由件数

     浴里レバー*綾麹艶.カランの回しが困難になったため714     編煽器工事浴槽駿脅に伴う工幕5

     澱驚ベン炉浴禰に入るために慶を掛けて移桑するため1

     手すり補強及び防水バネル工事壁の爵久力がなく、櫨強木を入れて防水パネルで補簿するため書

     洗面・脱衣化斑台取替潔趨婁にな◎鋤..26     レバー*難に変璽.カランの回しが困難になったため2

     洗面台移験開口齢の拡彊に伴い1

     アコーディオンカーテンの設置図下嵩上げに伴い折れ戸の使用が出楽なくなったため芝.

     便所`スイツ多ペー'脳寧ルダーの徽.片磨箆であったため15     ≡羅雛し{巌鍛オストメイト対応のため1
     簿ン奪ントの鍛鍵身体状況により排便後の処理に洗浄付き便座設置のため1

     拡張工事〔スベース拡大)和屡から腰掛け便器変更に伴いスペースが足りなかったため蓄

     便所の移般羅毅{踊難聡、すから¢葛蘂が罎藁勧協樋.1

     アブ外部階段界降機の設置露宅が麟秘;勢攣、雛⑳髄簸簸飛弱鐵無嫉溝β漉絢舞覇搬建が穣段し夢奪塾った勧一.12
     汚融馨進行性瞳がいのため外階段に手すりを籏置したため1

     寝室*鰍鯨クルの藪籏障がいのある子供がベッドからの転落を防止するため12
     謬ラスの鞭.障がいにより突然倒れるため.怪致をしない様にガラスから強化ガラスへの変更1

     居室.がヲス齢らアグ寿シ簾へφ箆選転倒等による確繰とそれに伴う怪義簿を防ぐため置2
     ガラスかミ鹸駕ガラλへの鰻瞳がいにより案然倒れるので怪幾訪止のため1

     台所洗濯機撲水穴闘整床の嵩上げのため肇1

     臨下驚み壼鍛鷺全体の嵩上げには無理があり.2DOmmの段差を霞和するためi睾

「内容」塗濱し身体機籠の低下に合わせた改修、「理由」塗潰し利用福祉機器の変化に伴う改修、「件数」塗潰し付帯工事等の改修

2.7改修後2年の住環境ニーズ

改修後2年を経て発生している新たなニーズを「身

体機能低下により発生するニーズ」、「生活をする中で

発生するニーズ」、「利用福祉機器の変更に伴い発生し

たニーズ」に分類する事ができ、段階的にニーズが発生

している事が明らかになった(表2-6)。

表2-6改修後2年の住理境ニーズ

2)自治体独自の改修事例(表2-5)事例34は、

保険対象の「引戸への変更」に伴い、助成事業で

ッチ移設」が行われた。自治体独自の助成事業が、

保険制度の補完的役割を担っている事例である。

表2-5自治体独自の改簿事例

介護

「スイ

介護

35i

便所引戸変更に伴うス

イッチ移設工事

開口部の拡張

1クリックシャワーを設置

給湯器の敢脊え工事

リウマチを患っている介護保験対象工事である、浴室の浴槽取替えと段差解消、硬所手すり設置、段差解

消、引戸への変更、寝室・台駈・居閻に手すり設置を行っている、適用外の改隆では、洗面翫のレバー水栓

への取脊え、便所の引戸への変更に伴いスイッチ移設工事、開ロ部の拡張を行っており、介護保険制度と

助硫事婁を併用している。

一人暮らしのは、商藤の手{荷により、リハビリ翁院の医鎌の勧めで,退院に合わせて改蜂を行っている。改

修内容は、便所の便器と床材の変更、浴室は「市長が語める工事」で、給湯器の交換とクリックシャワーを設

ワーの設置が行われる場合、①浴槽からのお湯の汲み上げ動作が可縫である、②同屠する介助者がいる
場合、シャワーの設置は行われない、

曄勧の低下により浴窒の浴槽変更・床の嵩上げによる腿鞘適用外工事で耀の取翫工
1事を行っている。施工菓者によると、居室一台所一浴窒であり、台所輻が1㏄心一1200程度であったため、浴

1槽の入9等・事は醗であ・た.しかし、構は綴シ・ワーの設置により・便利・にな・たと駄お
り、「溝足ユしている。

      事例ニーズ具体的内容提案者

      身体機能低下により発生本人・象族の二一ズ7軍椅子の回転幅員身体機能の低下によリ、車梼子で廊下を回転する際に廊下の角にぶつかリ壁を破損。本人
      改蜂計画時に回転を考慮する必要性を指摘。調査員

      13踏段改修病状が悪化。階段部分の改醤を希望。本人

      26浴室手摺浴窒の狭さを問題視。本人      段蓬解消のための手すりの設墨を畏案。隅査員

      身体機能の変化を捉え、浴槽手すりの必要性を指摘。施工粟者

      42手橿付き式台障がいの進行によリリピングから庭に降りる手すり付きステップを希望。本人

      45階段手摺樗来的に外階段の手すり設置を希望。本人

      60問題改善随がいの進行により①扉の關閉が物の移動で大変、②鍵が掛けづらい.③柱の角で扇を杵つ、の問題点があるため.出来る範囲で改替を希墨。本人
      64床材変更脚力の低下により床材のびが滑る様になったため.畳からフローリングまたはタイルカーペットへの床材変更を希墨。本人
      フ1敷居融去居間一台所の敷居(Dl70、HlO)撤云本人      蛇口変更台所蛇ロをレバーハンドルに変更

      玄関手摺玄閥ホールに手すりの設匿を希望。

      75動線手摺高齢(90崖)により機能が低下しており、①浴窒は不安定な開き戸の取っ手を持ち、②便所はリモコンを摺んでいる.③廓下はすリ足歩行であり人手を借りたがるため.利用者の移勤動繰に台わせた手すりの設置を希望。象族
      專14磯能低下の進行を指定。状況に合わせて福祉機器等による環境整餓の必要性を指檎。CM
      門21予防パーキンソンにより機能の低下を本人が認箆。転劇防止を目的とした①手すりの設置、②敷居段蓬を解酒するためのミニスロープ設置の必要性を指摘。調査員+箆工粟者
      識3】床材変更要介護度の変化に伴う床材の変更ニーズを捉えている。調査員

      生活の中で発生33換気扇改修前は住戸外の公道に面した水道で汚物処理をしていたが、住戸に汚鋤流しを設置し、住戸内で洗浄できる様になっている。しかし、奥気が気になるため、換気扇の設置を希望している.本人      39便所の水洗{ヒ軍梼子の利用により.以前は2階が居住スペースであったが.1蔭店舗部分の床の嵩上げにより、生活スベースの確保を行っている。新たなニーズとして、便所の水洗化を希望。本入
      40購段手摺浴室をUBに改修した。家族は、本人も2階を利用する事から、薩段手すりの設置を希豊。家族

      43聯後紹臓改俸に対して満足しているものの、浴室既存水栓の位置の使いにくさや.改修後に利用した事で浴櫓横に手すりが必要である事を認塵した。本人
      73事後認匿「工事してから、手すりの欲しい所がわかった」、と生活をする中で自分自身のニーズを認凱本人

      82車摘子向け幅艮拡大自走式車椅子を利用。回転スペースが十分でないため、建員のガラスに車椅子をぶつけてガラスが割れ、臨下から土間に落ちた経験をしており、「廊下幡と玄関を広げたい」というニーズにつながっている。本人

      福祉機器の変更に伴い発生76段蓬解消両下肢切断をしたため.牽麟子の利用を前提した水塑りの改修を行った。しかし.シャワーチェアを利用する様になり.段差解溝の押さえで両サイドにへの字金物を利用していたため,華輪(Φ7①がにはまり込み、介助がしにくくなったため、介助者である夫はへの宇金物を片飽だけ撤去している。家族      関口幅貝確保浴室は2段G45+125)の段差があり、浴室戸は中折れ戸であるため、介助者である夫は溝に自家製の振をはめ込み、中折れ戸(610mm)の有効幅澱570mmを確保している。

      庫椅子向け洗面台洗面台の高さも760mmでは、高すぎ、洋銀の袖ロが潟れてしまうため、低くする事を希塾したが、利用されている材はフラッシュであリ.内部が空潤であるため根をカットして高さ変更する事ができない.
2.8問題点

問題点として、自走式車椅子の利用が困難な「有効幅

員」、外出しにくい「玄関アプローチ」、「使用材料」、

「借家」が挙げられる(表2-7)。

2.6利用していない改修の事例

事例79の改修内容は、浴室段差の解消とユニットバ

スへの浴室変更である。同居家族は、本人、娘、本人の

妹の3人であり、いずれも女性である。敷地までのアプ

ローチは公共階段のみしかないため、以前はヘルパーが

自宅に訪間し入浴介助を行っていた,しかし、1年前に

公共階段を「おんぶ介助」してくれる居宅介護サービス

事業所が見つかったため、週2回通所介護サービスの入

浴を利用し、改修した自宅の浴室は利用していない。

表2-7問題点
   問題事例具体的内容

   有効輻員4車椅子に対応するため段差酵消、配置変更、高さ変更.面積拡大改修が行われている。   7臨下幅が狭いため.回転時に柱.壁に傷がつき、困っている。

   53車摘子榛作に伴う移動時、コーナー爆の件、出入り口の枠(柱および建具枠〉に車椅子の当たり幅が多数ある事を指楠しており.利用者は画下幅の狭さに問題を感じている。
   82車簡子の回転スペースが少ないため、建具のガラスの破損や土間への転落経験がある。

   玄関アブローチ69一人薯らしをしている、利用者は「改修により大変よくなりました」と感じている一方で、杖では歩けず移勧時にバギーを利用しているため、玄関アプローチの階段がでの上げ下ろしが大変であると感じている.日常生活への影響として①ゴミ出し、2買い物が大変であり、「表に出られない事が歯がゆい」と感じている。調査時も回覧叛が回ってきていたが、旛工粟者が代わりに回した。門孫は玄関アブローチの階段4段(H200十180+180+130)を上がった所にあるため、曼け取りは可能でも回すのは難しいと考えられる。   76公遺1500mm、公道から玄関までのアプロー・チの有効幅員650mm〔勾配35°穆慶)であり.車椅子による外出が困難である。
   η籔権損傷による両下肢麻痺の事例77は、玄関までのアブローチにある20段踏段を上がることは困難であるため、助成金を利用して踏段昇降機を設置しており、外出時に利用されている。

   7B山の一部を切り崩した場所に住宅が建っており、リウマチを愚っているため、湿気があると体調に影響すると感じている.玄関アブローチと玄関、衝下、浴室に手すりを設置、玄関アプローチの段蓬改修を行っている。α漏は.以前は外曙段で転倒していたが、手すりを設置後の歩行状態は艮くなっている、と感じている。しかし、本人によると、以前玄関で転倒し骨析したため、外出はあまりしおらず.ほとんど住戸内のみで生活をしている
   使用材料76箪椅子からシャワーチェアに変更した事で、洗面台の高さ変更や段蓬解消に利用したへの牢金物の変更ニーズが焚生している.

   一介護保険鋼度適用外の哉修では、離がいに応じて、ガラスの変更改修が行われている。

   倦家67一一一.改修後.体調は食くなっているものの.浴室に手すり設置を希塑しているが、倦家であるため、改修が困難であると考えている,
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2.9考察

1)制度助成事業は、介護保険種目以外にも個別性

の高いニーズに対応しており、介護保険制度における住

宅改修の補完的役割を担っている。

建築士が「見積もり」、「完了」に関与する事で、①

「改修技術・知識・費用」の普及および教育的役割、②

改修における建築的立場から、改修の質を維持・向上す

る役割を担っていることが明らかになった。

2)効果とニーズ改修には、本人や介助者家族に効

果がある事が明らかになった。また、ニーズは「身体機

能の低下」、「生活をする中で発生」、「利用福祉機器

の変更」に伴い段階的に発生している事が明らかになっ

 た。

3)計画時の考慮点改修後に発生したニーズ(表2-

6)や問題点(表2-7)には、「面積拡大」(事例83)、

「有効幅員の拡大」がある。また、自治体独自の改修

(表2-4)には、「開口部の拡張」工事に伴い「洗面台

の移設」工事が行われている。

「面積」、「有効幅員」の拡大は改修で対応する事は

困難であるため、計画時に考慮が必要である。

また、問題点(表2-7)のうち、「住戸」と「公共空

間」をつなぐ玄関アプローチでの転倒経験や移動が困難

な場合、住戸内のみの生活になる傾向があるため、「外

出促進」要因として「玄関アプローチ」や「立地」の考

慮が挙げられる。

4)改修時の考慮点「安全確保」や「利用しやす

く」するためには、身体状況の変化(表2-4)や利用福

祉機器(表2-6、2-7)に応じた使用材料の検討が、改

修時の考慮点として挙げられる。

5)課題在宅生活を維持するための「改修」を行う

ためには、「借家」の問題を解決する必要がある。

3回復期リハビリテーション病院退院患者の改修実態

3.1調査概要

調査対象は、福岡県のKリハビリテーション病院(以

下リハ病院)退院患者12名を対象に、退院前1ヶ月、

退院後1ヶ月、退院後3ヶ月の計3回訪問ヒアリング調

査を行った。退院後の入院や施設入所等により、事例3、

5、9は3回の訪問ができなかった。調査期間は2007年

11月25日～2008年6月21日の約7カ月間である。調

査方法、属性、利用制度、調査結果は表3-1、3-2、3-3

の通りである。

表3-1リハ病院退院患者の概要
  國査対隷リハビリテーション病院退院慰者

  調資方法訪問ヒアリング調査(退院1か月前、退院後1か月、退院後3か月の3回)
  写真撮影、見取り図作成、入院中のリハビリ及び生活状況の把握

  調査期閲2007年U月～2008年6月21B
  ①11月25a～12月5日、②12月13日～12月22日、③12月26日～12月29日、④2月旧～2月8日、⑤3月31日～4月12日、⑥6月12日～6月21日

  性別舅性7名、女性4名

  年齢50代1名、60代5名、70代3名、80代3名
  50罐(1>、64罐(2)、66歳(1)、69歳(2)、72歳(2)、75歳(1)、80歳(1)、82歳(1)、84歳〔1)

  身体状況右麻癖6名(全員男性)、左麻痺2名(全霞女性)、骨折2名、打換1名

  住戸形態戸建(平慶)3名、戸建(2階・3階)6名、集合住宅3名

  所有状況持球10名、借家2名

  家族機成夫婦のみ5名、3世代(4人)1名、3世代(6名)1名、2世代(3人)3名、2世代(4人)2名

表3-2制度の利用状況
            123456789101112

            住宅改修介護保険○○X○XXxxXX○XO            助成金不xXXX

            自費不Xx○○XX

O利用、x利用していない、不不明、検検討中、灰色理由等あり

表3-3リハ病院退院患者への提案・改修内容

疑勲手材り式舘港朝嚴腿認貝貝覗手亨"ス祁一ブ戸戸凝解馴買二昌騨撃塁1判闘竃澱P卜訳→フ舳!レ襲ス際墨スローブ,レ麗レーんの夏更許融「』麗齪,翻躍櫨磁置ミス

 …ユD-1ン智ノ▼ワー聰サ:一モλPvFktt':t!

2潰」Jilスヲ・Jフの籔胴〔]闘瓢窮のヨ憲s曙

3.2家屋調査の流れと改修提案

調査協力の得られたリハ病院では、患者の退院約1ヶ

月前になると、「家屋調査」を行う。「家屋調査」は基

本的に、患者側は本人と家族、病院側は担当のソーシャ

ルワーカー(以下SW)、理学療法士(以下PT)、作業

療法士(以下OT)で、患者宅を訪問し、住環境確認お

よび改修内容を検討する。

患者は、入院中に介護認定を受けるケースが多く、

「家屋調査」の時点で退院後に介護保険サービスを利用

する事業所が既に決まっている場合は、SWが担当のCM

に連絡を取り、同席する。また、SWは患者が入院した

段階で、患者家族と面談を行い、家屋状況を把握してい

るため、退院時の患者のADLを予測し、大掛りな改修が

必要であると推測され、かっ患者やその家族が施工者を

選定できない場合は、CMを通して施工業者を手配し、

「家屋調査」に同席するシステムである。「家屋調査」

では、玄関アプローチから、住戸内の移動や動作の確認

及び想定される生活状況を本人や家族から話を聞き、改

修または福祉用具利用の提案を行う。

3.3改修提案内容(表3-3)

退院前1ヶ月訪問の提案では、住宅改修21箇所、福

一312一 住宅総合研究財団研究論文集No.35,2008年版



祉用具10箇所、家具等の撤去3箇所、動線変更1箇所、

入浴法の変更1箇所、通所介護iサービス利用1箇所の提

案が行われた。このうち、21箇所提案された改修内容

は、手すりの設置15箇所、式台設置2箇所、ミニスロ

ープの設置2箇所、スロープ設置1箇所、整地1箇所で

あり、「手すりの設置」提案が多かった。

退院後の改修提案は、「本人のニーズ」や「前提とし

ていた生活内容の変更」に伴い、新たな提案が行われた。

3.4改修の効果

本人への効果には、「体の保持・安定確保」、「自立

の促進」、「行動範囲の拡大」、介助者への効果には

「介助者の安心感」、「介助軽減効果」が挙げられる。

一方、改修時に前提とした機能が異なるために、利用さ

れていない改修もみられた(表3-4)。

表3-4改修の効果
     効果蕊例改修場所・内容具体的内容.

     1幅350mm程度で鰹んだ玄閥アプローチ竪壇し道幅も780mm歩行時の足の引っかかりがなくなった.i
     体玄関には式禽と手すりを設置上がり闘に設置した手すりを利用する事で、体が安定する。……
     の」
     保4玄関に手すりを設置車槽子を乗り換える際に.手すりに梱まり.立位を維捲している。

     捲・玄関に段蓬緩和のための式台と本人は、「玄関に手すりは要らなかった」と整じているが、式台と手すりを利用し:
     安定7昇降時の体の安定を目的とした手すりが設置ながら一人で昇降している。1

     .

     確動作は.①便所外側手すり(a)を持ち硬所引芦を闇け、②便所内の縦手すり
     本保10便所内に手すりを股臓〔b>まで直進し薗手で酒まる、③右手で手すり(b)を持ち便座藍を開けてい.
     人る。手すり(a.b)は体の安定を確保している。

     12玄関上がり纏に沿ってL型手すり1手すりを掴み体が安定するため、立位で靴の着脱が可能となっている。
     設置!

     自立2浴窒に手すり設置退院荊の外泊では手すりがついていなかったため、入浴を行わなかった。退院.に合わせて、手すりを設置した事で、お風呂に入れる様になった。
     行退院前訪問時は不要であると感じていたが.退院畿1ヶ月で必要性を感じ、SWl
     動1

     2陪段手すりに設匿の依頼をした。退院後3ケ月訪問の時には両側に澱置された手すりを利…
     範…
     囲用して、以前は上がれなかった2薩へ行かれる様になった。      .

     拡.一■.一一一一

     大12玄関アプローチに手すり設置毎日日燦の新聞を取りに行く際に利用..

     安…病院側では、壁の伝い歩きのため、改修提秦を行わなかったが、この時憲族はi.
     心闘下に手すり設置手すりがあった方が鼠いと整じていた。遅院働ヶ月訪問では.邸下に手すりが1

     介壁…・設麗されており.介助暑は「廓下に手すりがあると安心」と感じている。iI
     助較謳2

     者減効果玄関アプローチの軍すり設国新聞を取りに行く際、「安心」しているため、見守りを行っていない。介助者は.:手すりがなければ.心配で「見守り」が必褻である.と感じている。…1
          退院予定日前日の転倒により、懇定していたシルバーカーが利用できず、車掩:

     利用して43階便所に手すり誰置子移動になったため、夜閻はポータツルトイレを利用しており.便所は利用されiていない。:
     いない

     7浴槽腰掛のための式台を設置リハ病院転院前の病院で提夷されたが、利用されていない。

     

3.5改修ニーズ

「改修ニーズ」を「集合住宅」と「戸建住宅」で分類〔

すると、「集合住宅」には、「共用部の改修ニーズ(事

例3)」、「本人・家族間で異なるニーズ(事例8、

9)jがあり、いずれも本人の希望する改修は行われて

いない(表3-5)。「戸建住宅」には、「機能の変化に

対応した改修ニーズ(事例4、7、10、11)」と「退院

後の生活をする中で発生するニーズ(事例1、2、6、7、

11)」があり、ニーズは「段階的」に発生している。

また、段階に応じた改修として検討された内容は、主

に「手摺設置」であり、本人のADLは自立している傾向

が見られた(表3-6)。

表3-5集合住宅ニーズ

表3-6戸建住宅ニーズ
      事例ニーズ具体的内響靹作押脚x

      玄閏と慢所に手ずりを盈置しており.今復の改修は潔人の椴能が変化Lた段鵡で横肘する隠句を希して
      4乗定一

      いる。

      7手擢玄国に手すり鹸置と式台を剃用しており.必璽になったら手すり等をつけていこうと考えている、一

      綴能退競荊1ヶ月肪間では目宅での入楢は賦しい状況であると判断されたが、遇院後1学月訪問では,予測以上
      の変潜室手擢の早さで繊能が商上しており.本人は浴婁手すり詮置を希望Lた。遍険徴3ヶ月訪問晒に.本人は手すりの紋置とシャワーチェア音糖望した。介助掴である妻も「デイケアで入浴しているが.そろそろ蘇で.」と、目宅目立
      化10での入溢に薗向きであった,

      に封便所手摺退競棲の行鵡を見て.優所に手すりを追加で詮匿しており.介助各である妻は.「少しずつ根子を見ながらつけていこう」と奢えていも.夜聞見守り
      応洗顔時に踏易の椅子を利用していた.週陵綾1ヶ月訪固騎仁は.立ち上がりを碁易にするため.洗面所横

      Il洗面所手摺に壌手すりの盈置を希望した。しかし.遮院後3ヶ月訪隙こは.日常的に行っている立ち上がりを支える手目立

      ずりは不蛋であると馨じている.

      戸趣ζ・「7.r:ち;己トノ旨「嶺麟ヤ隔」K艦'ン層・ζ..「=.『≡「りrr,.;陰..続、」...』・1・...譲織織樋撫諜魏繋魏鵬諜灘灘ぐ識蘇赫雛至嵐磯舞鰍貌潔輔磁舞嫁幽る麺触麟壕論醸藝磁癩鍍:鱒確礁懲夢師嫌鞭璽麟蜥ぢ纏転鵬灘、..義・.
      1介助

      慌返競3ヶ月後には,手すりの設置位璽.溢鱈深さの悶題を指摘している,改修を行った手すりのうち.嶺手
      宅すりはあまり侵われておらず.シャワーとの國係でなかなか付けられないが.入浴して.出る鰯に手すりを
      二退塔室手摺設鼠位霞掴むのがr遷い」ため,シ噌ワー側の手すりの位置はもう少し浴摺に近い方がよかった.と馬じている。手す
      一院りの位置に含わせて蛇ロ側に屋る場舎.浴擢内での方句転竣を必要とずるため,滑って顧をぶつr†る危
      ズ懐裟性と頭が蛇ロにぶつかる可暁性があるため.方句転猷は検討してい馨い。

      の

      生退既荊の訪闇で「階段手すり1の詮置を家態が招摘していたものの.本人は掬を取りに行く瞬だけしか羽用
      話しないため.階段手すりの設置は鐙まず、設腰には至らなかった。しかし.退既後1ヶ月訪問時には.「2諭に
      を2階段手鑑は上がらないと思ったが.不硬であるため.手ずりを詮置したい.手すりがつくまで.2瀦には上がらない。」自立
      すとの零で,鶏段手すりを設盟した。退院陵3ヶ月訪闇では.雨儲に手すりを詮置した事で.2駈に上がも事が
      るできる様になり.r行臨範毘の控大効累」が褐られている.
      中遜曜麟8ヶ月肪問晒には.2晒での洗濯嶺干しを考億し、住戸内階段手†りの設霞と福祉用具の利用提累

      で鐙6洗濯鴇干し増殴は行われた。しかし.遍睨嫌1ヶ月訪聞時には.1嗣で洗沼袖【干せる様に.既に軒先に屋祖を増設している鼓中であった.還競後3ヶ月肪簡瞬には.軒先の厘根に含わせた踏み台の鹸置工毒が晃了しており.自自立
      生費で改修している.

      敬居レール変更駐屠レールの交更と軒先の麗檀増設工事

      7浴婁水栓変更麟醗劉からの敢修隈霜は特に行われていなかったが.退競陵にr地ない」ため.カラン水栓をサーモスタット式の水媛に喪更している。見守り

      1「浩室手擢返院俊1ヶ月に.シャワーの高さが低いためシヤワーの位匿の交更とシヤワーラェアからの立ち上がり鱒に利用できる橿手すりを精皇していた.自立
      退院鼓3ヶ月訪問瞬には.洗薗脱衣案一浴窒闇GODmm}の段差を鶏ぐ鐘.纏手すり浴室燈,洗画塞髭の

      満室手擢翼方に者要であると盛じている.
'塗潰し;介助者向す改修ニーズ

3.6動作・行動の読み取り(表3-7)

調査時の動作・行動より、読み取った内容を「計画時

の考慮点」と「改修時の考慮点」に分類した。

用共
部

本人・
家族
 間の

相違1

事鯛

3
9

場所・内容

玄関ポーチ
段差150mm

ニーズ

段差に式台を設置し「段差の緩和」を希望した。

所便一
摺

室
手
寝
間

時期

退院前1ケ月

病院では移動に軍椅子を利用していた。在宅では便所の移動

iは妻が介助しているが、便所の跨ぎ段差(115mm-150m
m)では数回の転倒経験を持っており、自宅では便座に座るま
で転倒の不安を感じている。そのため、便所および寝室一便
1所動線に手すりを設置する串を希望している。しかし、介助者

騰欝欝…な・た・・ぺ・・で・イ・を欄
1退院後1ケ月
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1)計画時の考慮点計画時に考慮が必要な項目とし

て、「有効幅員」、「引戸」、「玄関面積」が挙げられ

る。「有効幅員」の場合、「ぶん回し」歩行患者は建具

枠にぶっかっている。両松葉杖を利用している患者は

830mmの開口部を利用しているため、「安全確保」や

「動作の容易性」を促すためには計画時に考慮する必要

がある。

次に、「引戸」への考慮である。開き戸の場合、①取

っ手があり健側しか利用できない、②開閉時に前後の移

動がある等動作が複雑になる。引戸.は、開閉時動作が重

心移動のみであり、片麻痺患者の「安全確保」が得やす

い。両松葉杖を利用している事例8の患者は便所扉の開

閉に介助を必要とするが、引戸に変更する事で「自立促

進」、「介助軽減」に繋がる可能性が高い。「引戸への

変更」は「安全確保」、「自立促進」、「介助軽減」に

おいて有効であると推測されるが、引戸の場合、引き込

みが必要であるため、計画時に考慮する方が望ましい。

最後に、不安定な物で体を支持している患者に対して

は、体の「安定確保」を促すための「手摺」や「椅子

座」を促す環境設定が有効である。特に通常玄関では、

靴の着脱を立位で行うため、一時的に片足でバランスを

取る必要がある。しかし、片足立ちが難しい場合、介助

が必要となるため(事例10)、靴の着脱を安全かつ容

易(または自立)にする方法として、手摺の設置やベン

チ等椅・子の利用が挙げられる。ベンチや椅子を利用する

場合、面積が必要になるため、「玄関面積」が計画時の

考慮点として挙げられる。

住宅総合研究財団研究論文集No.35,2008年版



2)改修時の考慮点 片麻痺患者の場合、敷居段差で、

体が不安定になったり、介助が必要になっている。

片麻痺患者は便所のスイッチ動作に健側を利用してお

ベッド上で排泄行為を行っている。これらの事例から、

「寝室一便所」動線を考慮した空間の配置が必要であり、

計画時に考慮すべき点である。

り、杖の持ち替え等により動作が複雑になる。このため、

例えばワイドスイッチに変更し、患側の肩でスイッチが

押せる等、患側の残存能力活用を考慮した環境設定は、

「動作の容易性」を促す事が考えられるため、改修時の

考慮としてスイッチ等の設備改修が挙げられる。

表3-7 動作・行動状況の読み取り

        優藁状況等事倒閻題の場所・内審呉体的内審身体拭蕊移軸時利職蕊器

        計曖鱒の湾慮点菊蛸蛭員ぶん回し歩行1燧異関口鋒上がり権を上がった所に段差がある,右片靡鐸である毘者は、臨を伸ばした斌態でB5mmの段整を鱈えるため.斎瑚闘口92㎞mを利用している。有片麻碑丁牢杖
        7腿具闘口鶴30mmの敷居段蓬を蔭える際.4楓引き愚い戸を自分で闇ける、この簸63併nmでは耀が当たったが、730rnmではぎりぎり題れ.B3Ωmmでは余裕を持ってぶん囹し歩行ができていた、有片麻蜂T寧杖
        12建異關ロ齢寝室一居窒の有効闘ロ幅員が6沿rnm遜る騎.「ぶん回し」墨行のため.足が墨たっていた、右片麻擁博二杖

        玄鴎門溺左内開きの玄圏門溺の有効闘口530mmの通通麟に「ぶん回し」歩行のため、足が嶺たっていた。

        松璽杖昌蝿員開ロ藤便所への移鎖動瞭は、霞室一艦室【または躍下)一台斎一洗面製寮室一便所である。動停確認が出楽た屠室一台蔚閻では軒鱗翻ロ830mm一杯に雨松黙はを和嗣して移動をしていた。骨翫両松薫杖

        引戸勘作が複纏1ドアノブ便斎周は右外開きである。移動に核を科用しているため、梗所周を闇ける録は.有手に杖を引っ掛けるもしくは壁に匿き.ま手で開けるため.体1‡麟を隣ける蒋に、立ち位置から後ろにずれる。この時.本人の体を支える物は稼蛸する騨であ怯不安定な斌況になる。右片麻舞r寧眩        2門騨公週から玄蘭r『闘〔省劇内開き}の關閉時は①杖を一度置く.②解を闘ける、③紋を取る.④関閉覇作.を行っている。この縞.開閉時に体を支えているのは、穆期する門騨である。左片瞬鐸檸杖

        7ドアノブ石騒きのドアノブを回す鱒,杖を一度圏く。左闘きのドアの時は.杖を持ちながらドアノブを回す廟作を行ってお怯ドアノブを回す麟作の時に邸痺側ではない手を潤用している,有片麻韓T牢杖

        介勘鞭濠a関き戸穫所の介動内容は屠の闇閉である,厨は左外陪き戸であるため.介助省は患霜が移鵡する菌に縁を開けている。閥松禁杖を利用しているため.屑にアプローチL解を開ける醗に体を引(紹かい翰作が薙しいと橿調され呑。愚陵綾1ヶ月の訪間詩に.介助霜である饗は事故で尾てい膏にヒビ.肋骨は2本骨析した賦騒で.夫の便饒周關醗介助を行っていた、骨斯丙松蒙杖

        安定確保不安建な物で体を支持i埋具枠玄関のエがり橿を上がる瞭は,手すりを網燈するが.下りる際は溺を手すり僅わりに晒んでいる。右片麻簿T字杖        2壌具酔左片麻鐸である亭倒2は、浴室から出る課に出入ロ燧具(爾引き戸)砕を翻んで港室から出ていた。出入ロには段差があ怯;谷室に入る壕は.右翻に手すりが設置されているものの.出る瞬に手すり零安窪したものはないため.爾引き戸の枠を嗣みながら.浦室から出ている。....一.r　1左片磨餌T判1
        取つ手臨下移廟鱒には、無髭識に硬所や洗函醗燕室の霞っ手を禰んでいる。

        門煙門騨閉閉詩に杖を匿き.体を支持しているのは門屑である。

        5蛮圏アブローチ門屏からアプローチまでの酌縁に飼まる場所がないため.不安定な性枠に掴まっている。左片廓簿自立
        10越具枠玄関では下駄箱に栖まったが.玄圏ホールに漏まる甑がないた酌.腰轟窓の趨具枠を欄まっている。右片臨輝自立

        12侵所タオル掛け梗所では、退院前訪閻では.タォル掛けを瘤んでいたため.タオル騰けを手すり手繭に移設し、手すりを設匿した。しかし,退院段1ヶ月訪問では、股置した手すりと移股したタオル掛けに繕まっていた。右片麻痺τ孚杖
        湛室断戸霞っ手浴塞では.入浴動悸繭に析れ戸の融っ手を手すり代わりに潤用していた、

        11面橋の閻題潜蜜内に爾親向けに緯霞された既設手すりを祠用している、しかし,甫室面欄が広いため.シャワーから.手すりまでの題舷が約1氾Ommあるため.シヤワーチヱアを歩行器の樵に利珊しながら手すりに漣り暑いている。有片廓痺入溢自立
        一7玄閥上り椎愚院畿コヶ月の動作では.立韓での戦の璃脱が困羅であるため、木切れを梼子代わりに利用している。畢隅10は、靴の鶏瞠には介動が必要である。有片廓痺T字杖

        改峰騎の考虜点段菱解湘不安建3硬所鮫贋段蓑産顔に璽心を掛ける皐を超けており.梗斎段差〔ユOmm-50mm}を越える隠.右手で譲手すりを持ち.右足だけですりながら段差を燧える軸惇をしていた。この期作を確里したPTは、邊院後1ヶ月訪問時の機隆の向上が具られなかったため.梗所の段豊解消を嬢討する覇にした。打懊(左片磨剛T字杖        介助格差10各窒数露段蓬過小瀦定【動きがこまかい)により.自分の認知より期きが半分になる窪状があるため.ミニスロープが設置されている洋間では.すんなり歩いているが,段差解酒がされていない客闇では.足がすくみ.段差を上る躁に介助が必要であった事から.PTは敷居段差を解洞するためのミニスロープを客闘や寝室に股匿した方が艮いと脅えているが、家族は必要性を綴じていない,石片蘇痺自立
        電気スイッチ動作が複雑1梗所スツ子便繭に入る詩に石倒にスイッチがあるため.杖を右手に引っ掛けて.ε手でスイ・ンチを檸している,右片嚥碑檸杖        3梗斎スイッチ「出來る扇」として.梗所竃気スイッチを畢げていた,梗醸使用後.蹴気スイッチは,蘇痺翻である左になるため.半回転してスイッチを檸している。左片蘇痺τ牢杖

3.7本人・家族が認識している問題と考慮点(表3-8)

1)玄関アプロL-一一・・チ 居住年数30年の事例8は、

住戸外は車椅子移動である。玄関までの共用階段4段

(図3-1)を、同居している妻の介助だけでは上がれな

いため、外出時は別世帯の家族におんぶ介助をしてもら

う事になった。共用部分の改修は容易でないため、車椅

子等を利用した場合でも、利用しやすい環境を計画する

必要がある。

2)寝室一便所動線とDK

3)寒さ 「寒さ」が原因で入院した事例7や退院後

ベッドや炬燵から動かず機能の低下が危惧される事例5、

8のうち、事例8は、入院前「寒くて」ベッドで一日過

こしていた。便所に行く時に転倒→骨折→入院している。

退院後(2月)も「寒い」ため、基本的には食事、TV、

排泄等をベッドから動かずに行っていた。これらの事例

から、計画時の考慮点として温熱環境が挙げられる。

4)座位 「座位」の問題として、事例5は退院後炬

燵からの立ち上りに時間がかかり 「排泄の失敗」を経験

していた。椅子座の居問と床座の客問が続き間になって

いる事例10は、床座が困難であり、来客があった場合、

客人を客間に通し、本人は居間に座るため、コミュニケ

一ションが取りにくい状況である。このため、改修を計

画する際には、座位を考慮する必要がある。

5)手摺と杖 杖利用者が手摺を利用する際は、手摺

の握り方が不十分(写真3-1、写真3-2)な事例(事例

12)や動作が複雑になっている事例(事例1)があるた

め、改修提案時には、安定性や動作を考慮する必要があ

 る。

表3-8 問題点

集合住宅に居住している3

事例全ての「寝室一便所」間にDKがある。事例3は移

動時にDKで転倒し、施設入所となった。退所後もDKで

      問題点場所・内容峯例具体的内容移動

      計画時の考膚邸点共用躇段玄関アブ8妻と2人暮らしの亭例8ぱ、退院前1ヶ月訪問の時、玄関アプローチである3段の共用瀦段を上がるために2人の介助が必要であった。このため、外出時には世帯が異なる娘の夫におんぶ介助してもらう畢になった。両松葉杖      動縁寝室一一DK一便所3事例3は、便所までの移動中にDKで転倒したため、老健に入所した。退院後1ヶ月訪問前日にも、同じDK(寝室ベッドから3800mmの所で転倒した。T字杖      8率倒8(図2)は、寝室から便所へ移動経路は、褒室一居室(または露下)一台所一洗面脱表窒一便所であり、移動時に両松葉杖での方向転換が必要である。両松葉杖
      9事例9の経路は、寝室一台所一臨下一洗面観衣室一便所である。本人は、便所動線までに手すりを設置したいと希望しているが、DK空間に手すりを設置する事は園難であると推測される。介助

      渥熱環壇一5「外出しようと思ったが、寒くなって、風邪を引いたら大変だから、春になったらぼちぼち動こう」と思っている。一日の生活は、ほとんど居室にある炬燵に入り横になっている。T宇杖      7入院時から身伸状況に変化がなかった。「冬は大変だから、冬が遅ぎたら」退院したいと希望があり、退院時期も延びている。SWは入院目的を「越冬」であったと判新している。丁字杖

      8入瞬前、寒くて一日中ベッドで寝たきりの生活を続けていた。便所に行くために立ち上がった時に転倒して入院した。退瞬後も寒いため,ベッドから殆ど動かない生活をしている。覆室にTVを置き、食享もベッド上で取る生活を送っている。両松葉杖

      改諺時の考慮点床座立上り動作5退院鍛1ヶ月訪問は2月であったため、炬燧を利用していた。介助者によると、便所利用時に、炬燧からの立ちあがりに時間がかかり、便所が聞に合わなかった縫験がある。T寧杖      座位10右片麻舞であり、床座が難しいため、和式の客間は利用していない。客間ぱ綾き間であるため、来客の際は梼子座ができる洋間に座り一人で食事を敢っていた。歩行輩

      手すりと杖複雑な動作{玄関の上がり擢部分に式台と手すりの設置改修を行っている。利用者が上がり権で行う動作は.①上がり権を上がった所に手すりを置く、②式台の前に戻る、③手すりと式台を利用して椹を上がる、④手すりを持って住戸内を移動する、である。権を上がるまでの動作が複雑になっている。T寧杖
      不安定12住戸内移動に杖を利用している患者は、手すりを利用するため、手すりをしっかり個む事が出来なくなっている。丁宇杖
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転倒し、退所後3ヶ月訪問時には、再度施設へ入所して

いた。事例9は「寝室一一便所」動線に手摺の設置を希望

していたが、DKには手摺設置可能な壁面がない。  「寝

室一便所」間で転倒経験がある事例8(図3-1)は殆ど

図3-1

3.8考察

1)制度

事例8 写真3-1 事例12 写真3-2 事例12

リハ病院退院患者の改修の特徴として、①
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介護保険制度内の改修、②手すり設置改修が多い事が挙

げられる。介護保険制度は全国一律であるため、他の市

町村からの患者を受け入れている病院にとって、利用し

やすい制度であると考えられる。

事例2は、退院前の訪問では階段手摺の必要性を感じ

ていなかったが、退院後の生活の中で、「階段手摺」の

ニーズが生まれている。退院後3ヶ月訪問時には、階段

手摺を設置し、「行動範囲の拡大」が実現している。段

階的改修には介護保険制度の費用を分割して利用してお

り、改修効果、ニーズ、制度の関係性が顕著であった事

例である。

2)計画時の考慮点リハ病院退院患者の改修「ニー

ズ」、「問題点」や「動作・行動の読み取り」から、安

全確保、動作の容易性、介助軽減等の効果が見込まれる

「有効幅員」、「引戸」、「玄関アプローチ」、「寝室

一便所動線」、「浴室面積」、「段差解消」、「玄関面

積」、「物干し」、「温熱環境」を計画時に考慮する必

要がある(表3-9)。

表3-9計画時の考慮点
表16計画的考慮の1要性と見込まれる効果

      考竃内審1見込まれる蜻臭箪傍1員桑1       五者

      有囎員1」.1T享柱を絹罵して移鎗する壕合「ぷん亘し」歩行や詮巽杖の絹臣等補社縁器を剥馬した移角を行う塔合.闘ロ蕗等による段差が8,121生じる場斎の移鎗時には.閣ロ葺の蒼勤橿員が広くら要であるため。磯～1

      引戸1『2魑1i事弱1.2、7の片翼痺駐者の堵合,轟痺劉の程存陸力が話用できる蓬壌整管(飼えば、軟っ手の変更】で.甦柞が審茎…になる事が捲1謝される、蕊舞思者だけではな(,耳蟹呂の壕に栓翼柱の畢合廓の麗閉介駒がら妻である等福壁霞器の祠用を軽定した曝合には.萬後移鶏がら要となる開き戸よりは、重心移塾のみを盛要とする引き戸の方が安全性は稜保.塾柞の容髪性.自立の艮迄、介覇経滋軌具が蚤られる肩能性がある'二め、計酉最階での紀露がら要である,腓の霧働畷蝦性、自立霞
      鰻ガローチ8畢飼呂の樺に、共有馨分の階駐肩用が醒難になった場合.外出行塾に影啓が出る司陸性があるため、玄騒アプローチの計匿曲配置は膿である。外齪進効呉

      腱一便醐羅3馳8,9いずれも集合佳宅である3写蟹{事制3謁、9〕は.寝室一霞所閣にDKがあ肌塾罎が長くなっている,事朝3「よ寝室から硬斎への移麺騎に2室羅蟹した経験がある。事用9は,移㎏に介鶴が爵妻であるが.移覧時に閣を経駿している,そのため.寝室一憂蔭購に手駒舗を樋しているが凶こ手す幟置は離である、1鵬肪止、安鐙保!介鵬置1「
      浴室薗積1浴室函積に図するニーズがあった零朝1は、λ浴介駒が盛要であるため.港室函積の愚大を肴望して」、る。働の彗雛

      11事朝醤は潜室内のシャワーと手すりの鍾種が長いため、ソヤワーチ1アを角罵して、手すりまでの移塾を行っている。安全麟1

      段蓬繍3段蓑解消のら要性がある串飼3の墨合初mm-50mmの駐差があるため,甦暑の登云だけではフラットにならない。安建曝
      1事劉10は、PTが葭馨のら要性を薯じていて転太人・案該は気づいていない。段差螺消のあ要性と葭肇が大撰か　1になる司陸性101があるため。購の穿縦鋤雛

      鰻醒'事粥7は、xの歯切れを科用して民の藩段を行うっていた。耳劉10は下駄籍に害りかかりながら立位を民蒔している蚊選であった7,10,諾め欄麟者が行・たし'ナ翻1量は・鱒葦搬置し肱糠が駄段嚇よ自立し砿ト縫の着毅時には・片足でバランスを勲る陵閥があるため・辱朝鴫の強に立位の綾持が國建な堵合・介島がら要になっている・灘・,、,、1睡lIl
      1享窮δは.注濯義干し場は2階にあった、しかし,還轄登は.酉よけの崖螢と式台を設匿し.自分で決濯鴇が干せる小スベースを作鴇干一・り・・、・・瞭あ轍・・を干・噺・が.㈱惰・、・と藝じ・・る灘を干欄.・・麟るが・鰍蔓齢鶏には浅濯豊を上下移塾さセる耳は大費であるため,浅沼畳と鴇干しの民一屠の設置苓の醍竃がら要である。きト「

4身体陣がい者向け住宅改鰺の実態

4.1調査概要

1)属性障がい者を対象とした調査では、東京都内

のNPO団体の協力を得て、住宅改修を行った事例を選定

してもらい、自宅への訪問ヒアリング調査を、2007年9

月26日～2008年5月30日に行った。調査概要、利用

福祉機器は、表4-1、表4-2の通りである。

2)自治体制度と利用制度調査対象地域である東京

都では、「東京都重度身体障害者(児)住宅設備改善費

給付事業」により、「小規模住宅改修」、「中規模改

修」、「屋内移動設備」の3種目に分けられている。

「小規模住宅改修」の給付は、用具の購入費と介護保険

の住宅改修種目と同様であり、給付基準額は20万円で

ある。「中規模改修」は、①「小規模改修」給付対象改

修では足りない部分の工事、②「小規模改修」の対象と

ならない改修を対象とし、給付基準額は64万1千円で

ある。「屋内移動設備」は、機器本体費97万9千円、

設置費35万3千円までを助成する注1)。改修を行った

10事例のうち、事例1、3、5は「住宅設備改善費給

付」制度を利用している(表4-3)。

表4-1調査概要
  國査封象者韓がい奢とその象嵐博事儲)

  隅資期間2007年9月26日～2DG巳隼5月30日

  年齢20代【3).3D代〔4》.40代(1).50代(1).禾
  20〔1)璽24ω、25ω.35〔2)噺36〔1)髄39〔D.44〔1)、5211)

  性男1舅性5名、女性5名

  身体状況瞳性まひ〔9)、筋ジストロフィー〔1)

  手幟1種1縁(帥、不明(2)

  家駿構成2毘代〔4人)2名.2崔代〔3人13名、捜居5名
  住戸形体戸建〔2陪・3躇)3名.集含7名

  所有形態持家3名、賃貸7名

  改修時潮1977(1)、'92(D、'97(1>、2001{1)』'02+層03〔1)『'05ω9'06(2)
  改隆回数1回{8L2回(D、不馴1>

表4-2住戸内移動時利用機器
3425 67 89 10

住戸外 電箪 電軍環軍不鴎牽電摯竃車箪 電車

住戸内 階リ抱 リ車  リ葦  リ草 自軍 躍車

電・蓮電動車いす、軍箪いす、リリフト、躇階段昇隣檀、抱抱っこ介
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3)改修時の考慮点改修時の考慮点として、まず

「電気・スイッチの変更」が挙げられる。健側を利用す

る片麻痺患者の場合、スイッチのON/OFFのいずれかで、

麻痺側にスイッチがくるため、事例3のPTも指摘して

いる様に、スイッチ動作は複雑である。このため、患側

の残存能力活用や自立を促す環境整備として、ワイドス

イッチへの変更や人感センサー付き電気への変更が挙げ

られる。

次に、動作の容易1生を促すため、「座位」を考慮する

必要がある。最後に、住戸内移動にT字杖を利用してい

る場合、①改修で設置した手すりを十分に握れない、②

杖の持ち替え等により動作が複雑になる事があるため、

「手摺と杖jの利用状況を考慮する事で、手摺設置によ

る「動作の容易性1が見込まれる。

4.2改修内容

改修場所、内容については表4-4の通りである。障が

い者向け改修の特徴として、「寝室一便所・浴室」への

移動のための天井走行リフト(以下リフト)の設置が挙

げられる。また、車椅子を住戸内外で利用している(表

4-2)ため、①玄関扉にストッパーの設置、②床材変更

の改修工事が行われている。

4.3改修の効果

本事例調査では、本人には「本人の自立を支える効

果」と「本人の負担軽減効果」が得られている事が明ら

かになった。

介助者には、①動線に沿ったリフト設置改修による

「介助者の身体的負担軽減効果」、②浴室の開き戸を折

れ戸に変更した事例6では、浴室内での待機が可能とな

り、介助者が2人から1人に減る等の「介助軽減効果」

が得られていた(表4-5).t

一315一 住宅総合研究財団研究論文集No.35,2008年版



表4-4改修内容

鹸置.EEV設置.璽趣属薩更・般躍.シシtワーの寳

更.スストッパーの詮置.蛇曾所陀口實更,儲略暑鳳

の鼠更.K力臼断カウンター慶更.DK巾實霊と台所の

巾木慶更.画画積の匪大.自囲舳ドア毅置,壁壁の激

蓋.侵便隔の寳更.潜溜噌変更.ベベン予設隈.階

階段鼻随裡般置

表4-5改修の効果
      事馴内審疎修内各

      自立を支える服5残斉畦力を毒用するために設置しており.「【手す」∫が1腿、と不腫」であると匪している,i慶謄至躍      8玄騒の騨を開けてお(ストフパーの醸塁とスローブによる履蓬解覇をFったことで、潔の申まで蓋項玄閣スト7バー.スロー子で人ることが司憩諏っていも・ブ
      1・1ρ梗所の型を魔去した5で.梗所に入几る糠になっている,蟹彫壁樽云
      覧糧』脳9報渇霜の蔵降をした5で「鴇も嚢に喧っ7:】と島じている.渇腸輔一一      竃人介馳者25年闇翠核と住んでいr:家を疎修L.一入石らしをしており,蔵皓以艦と比駿すると「嚢になづゴと感じて…「__L      介駐軽減璃艮5改蔭以喧は潜量塗具が内開きであったため.殖夏内で樽ってい6駆ができなかった雌,翫れ戸に醸蜂した畢で.溢室内で漁りkめマフトの上にウ才凡を敷いての播糧部再匿と喧っf島港董展資更1      闘が嘉く.介鵬が駄ら要であっr二,和踊肋ら雛撚湖への敵1こよLl論儲は1人になつた,湖輔:

      120舜1年に〔吼下リフト1を鹸置しf二,各室で」フトの髪け脅えが鉛聾ではあ6が.介助看であら父曇厩は「リ7トが蚤ることで,絶く事がなくなり嚢になった1と邑じており、愚馴ぽ「リフト歴なかったら曳謎できな円と乳O、る.腱・便蒔・渚童・瀬1駐殻期にリ7卜聾1」置
      身体的負～潜窒の娘蓬解澗をコンケ」一トスロープぐ行った,凱腕は埜て厨榎部自き寵えていがた.漕室内まで瓢輯子で入っていかれるほになり「とAも幾1であると感じている。洛室の脳嚇1
      嗣減爲異ユ1」7トの駐置により.鞄きかかえる畢はなくなっており,港室では「本人が語ちる5がないため,体を艮く温爾が出只る」、寝室【竃薗[から亘椅子への脇雲でも1ノフトを潟用することで「鼓」であ6と贔じてい弧屠窒一覆浮潜鶏耀にlI」耕i

      5「リ芥があると嚢」であ6と屡じU覧る。".一.r-一一一一.τ.覆墾一潜室・龍尉衣1惇閾1・1」想璽1
4.4段階的改修ニーズ

ニーズには、 「自立に向けたニーズ」、

発生するニーズ」、

ズ」がある。

「生活の中で

「変化により新たに発生したニー

「変化により新たに発生したニーズ」には、

「本人の身体機能の変化」、 「介助負担の変化」、  「家

族の変化」があり、いずれのニーズも「段階的」に発生

している(表4-6) 0

表4-6 段階的改修ニーズ
      葛偶希蜜肉容真体的内容動機

      自立に向けたニーズ4浴欄の増設新たに改修を行おうと計画している、事倒4は介助が困難になリ、3年前からシャワー浴のみになっている。このため、本人は「お風呂に入るのは段蓬がねっくであり,入浴はあまりしたいと愚わない」と肴えている.介助各は①潜窒出入リロの段差解消、②シャワー式お風呂の設置により.本人が一人で出来る環壇を整えるため、改修を検討している。介助が困薙になったため
      EV設匿車椅子の桑り換えがなければ、介助回数が濃少する事から.EVを設置したいと考えている。介助軽識のため

      10リフトの設置現在浴櫓が狭いため、外飾サービス機関で入潜を行っている。大掛かりな改峰になってしまうが、リフトが付けば、自宅での入浴が可能になるだろうと考えている。自宅で入湯するため

      生活の中で発生するニーズ3リフトの変更寝室リフトの位展を端に設匿し遇ぎでおり、寝窒の柱は邪風であると盛じている。動きにくいため      9キッ予ン車椅子で替所のキッチンカウンターに足が入らないため、論渦留のスッチは勢いを付けて挿している,蛇口もレバー式等ではないため、前につんのめりながら利燭しておリ.十分に蛇ロの開閉ができてはいない。このため.言所のキッチンカウンターが車椿子対略で、膝が入ればよかったと愚じている.車栂子対応になっていないため

      麦化により薪たに発生した二「ズ本人の身体壌能6潜櫓麦更浴槽が狭いと足を擦る.また、脚で踏ん張って入潜するため.滋槽は体に含ったものでないと入潜が難しい。最近は.脚力が低下してきているため.1分も入裕できなくなってきている。槻能の変化      7潜櫓憂更撮能の低下によリ、浮力で体が浮いてしまうため、現在は、介助奢が体を押さえる駆で入潅が可鴛となっている。槻熊低下
      衷室一潜豊劾綜1997年からつけ始めた人工呼吸盤を2003年までは1時間程度を外す属ができたが.現在は長時聞外す事が出来ないため.寝璽から人工辱殿器を外してリフトに乗って.現在の寝室→U〕K脚囲下一浴璽という経路を辿って行く耳が賊しくなりつつあり、寝室一浩蜜間の距薗が短い方が艮く、今後どの様にリフトを利用したらよいのかを桟討している.槻能ほ下

      介助負桓4浴櫓薫更住み始めた19田年は、本人も体旦が羅かったため.段差も入浩も問題なかったが.2002年には入裕介助がだんだん照しくなり、2004年からは介助が出来ずシャワー俗のみになっているため.本人が自立できるシャワー式お風呂へのニーズに簾がつている。本人の体重の衰化のため介助が困難
      潔族1ベッドとリフト以前は根父母と岡居していたため.曙室はXYに移動するリフト、穣窒はX方向のみ移動するリフトに分けて設置した。現在は周居しておらず.介助者である母は膝が曲がらず、父は腰が惑いため、リフト裏蒋介助の時、布団だと常に中腰になるため.ペッドを利用したいと脅えているが、ペッドを利用した場合.寝室のリフトが使えなくなるため.ベッドを利用していない。固署寡族、介助省の身体的変化のため
4.5問題点(表4-7)

集合住宅の「共用部分」において、3事例(事例1、9、

10)で、改修許可が下りないという問題が挙げられた。

表4-7 問題点
     事例問題点具体的内審

     集含伎宅設.毒,ゴP・"魏の麟鰍・」P㍉「ら'織餓灘轟る綴撲麺甑臓勝饗騨拙∴・、・＼..一へ5.等「5、.     共用酪分5廊下集含住宅であるため.玄関葡の共春品分の麻下にスロープを設霞した塙舎.住芦内r住戸外は便利だが、住戸外r住戸内は共用廊下幅員聖250mm(溝100mmを含まない1であるため.不便であると感じている。     『7-r-3、≦馳.「一卜馳マば詫夢ンダ、『.・7・∫/r.」「ρ儲嚇纏纏轍驚る鋤・r噂を櫛嬢髄級麟・緬醜φ纏繍鱒紬勧・蟄韓繕つ鞠ら数裡痔バ幣糊謄鑓轄塩・観.一"、…嬉2....'r-・・圃
     零.く・.茎顛『・.「」,・ゴrξ～・・:、饗鱒1酬擦一.鶏酵難麟響騨鋤轍・櫛を鱒携こ鱗協蛎獺誓細㈱額騰り・欝猟猿鐙縁護ら獅脇暢、1一惹に爵、糞めξ磁修議がご翻鰹ξ

     面積梗所.;辱『'・,〆・瀕働繊一{姿飴φ鐵濱纏鐵導筐雛葛準攣誓鋭鍵蒼嚇懸識が凄醗蟻の縫縫籔匿嵐薮鰭が亀露な蜘無.".     迄一こ・「馳『3潭P」.γr`f完≧嫁議、.ξ、..P「・為〆恩雪先'ガ禽秦警罐葱猶ス・ト・ズーF.。』嚢で三封...㌧.1読?.選溺嘩塑幾勢綾鱗彰艶硬越糊1蓬鱗環鴛鞭舞轡湊麹・選環⑳勢激轡謝僻欝縫黙灘鰐i購鞭郷鐸購欝奪
     ..2錯:コ擬鎗↑ぞ』』灘鱒轄を瀕鱈鵬幾象惹鞭鍛織綴・鑛麹瑚助導麹纏裟聯の撫艦職破い舘灘纏灘讐鱒鱒幣骸鷺騰嫁讐轡鯉噛餐
     浴槽3β:弓7'で憂麹癬嘱離膿灘撚驚鱒讐辮饗縛辮鱒欝i鰹轡嬢轡警饗1『

     駁衣室9税家スペース入浴時の珊脱行為を侵所で行っている。嘩袴子を翻用しているため、腰轡けるスベースが朕衣室に必要である。脱衣室一潜室間はシャワーカー〒ンで仕切られているため、塔室に設置した木製のベンチを利用する事は可能だが.「濡れる」ため本人は便所で洋鳳の着脱行為を行っている.

     リフト動繰1リフト動縁とDKスベース潜室・洗面脱衣塞.硬所にリフトを設匿したが.硬潟の方同がリフトの動縁に合っていないため.不便を感じている。リフトは、寝窒・居室・DK一硬所・潜室のラインで設置されている。このため.居寝室から便所.潜室に移期する瞭は.必ずDKを遁遇すると共に方同転換をする場所でもある。DKは4畳程度であり.台所のテーブルは二人掛けの小さいものであるが.移動時の回転の度に毎回テーブルの位置をずらさないと回転できない奉が間題となっている。.
     寝窒2介助者等が一縮に寝るスベース介助省が一緒に寝る。     4電気スイッチを介助書が行い.一縮に寝ている。

     7事例7は.寝返りが打てないため.一績に寝ていたが、人ロ鐸吸器が必要になった事で.器異を儀くスベースが必更となリ.一緒に寝るスペースがなくなったため.介助書である母観は隣の部屋で寝る様になったが、寝返リを打つ際は、嘩を嘱らして母盟を岬んでいた、
     3住芦面積「家のスペースがあればよかった」という住戸そのものの面積に対するニーズがある。

     敷居4敷屠段蕊寝窒一溢璽間の自立を促すため.自費で壁を徽去し.引き戸を設置したが建具枠の段差が艶生したため、胴り麿移動は困難となり、介助による移勤が行われている。

     属贋7鴨居とリフトリフトを設置したが.潜窒の建具齢を切り取っている。お屋呂矯を盈めるは計画されていなかったため.シャワー浴で1時間から2時聞かかる時は、寒さを感じるため、溺窒に畷房器興杏持って行っているが.ガスの繰が短いため、十分ではない。

     位置高さ4インターフオン車椅子を利用している事例4は、玄関の鍵が僅えず、インターフォンには届かないため.爆宅する時は.母は爆る騎間になると育に気を配り、外の屏を闇けようとする費で.肉創から縁が闇けている.     スイッチ軟寝時の電気の潤灯等は介助書である母親が行っており、一縮に寝ている.

     間隔臼手擢①実家で手すりを設匿した鱒は.不阻罵運動によリカが入るため、壁付け手すりを3回壌した経駿がある耳や②壁付けだと手すりを禰みにくいと考えた緒果.壁から距離〔115mm塘開けて門型手すりを設置したが、盤との距雌が閲きすぎていたため、腕がλってしまうという悶題が発生している。
     使用村醸横5便所の壁不蘭意運動が激しく.立ち上がり瞬は壁に頭を擾lfるため、壁に穴が開き、クンションによる禰修をしている。     8DKの墾玄関にスローブを設皿した奉で、家の中まで電動車椿子で入れる樺になった奉例6は、電酌準椿子を駐車する瞭.バ・ンクしながら入れるため、ハンドルと車輪邸分が壁に当たる轟があり.壁に穴が開いてしまっている。
慶潰し;改修を断念している[
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建築専門職関与希望

事例3は、改修イメージを大工に伝えるのが難しかったいと感じている。改修内容は細かいから、全部伝える必

要があると懸じたため.工事中は毎B現場に顔を出して.コミュニケーションを沢山とり、意図を伝えている。

再改修を希望しているが、業者選定のとっかかりがわからないため.再改修は実行されていない。蓮築閲係者に

ついては、①信頼でき、②障がい者向け住宅環境の知臓があり、③デザインと機能に配慮できる人を希望して

いる。工事は.住みながらの大規機改鯵が介助者の要望である。

16年前の建習え時に、将来的な状況を踏まえたアドバイスが欲しかったため.将来を見据えた改修アドバイザー

がいれぱよかった、と感じている。

「面積」の問題のうち、事例1は「寝室一DL一浴室・ 4.7考察

便所」であるため(図4-1)、浴室・便所を利用する時

は、毎回LDのテーブルセットを移動させなくてはいけ

1)制度 障がい者向け住宅改修は、介護保険の改修

対象種目ではないリフトの設置、階段昇降機の設置、蛇

ない。事例7は機能低下により、体が浮くため、介助者 口の変更、玄関ストッパーの設置等が、自治体の助成事

に抑えてもらわないと入浴できず、小さい浴槽へのサイ 業で行われている。

ズ変更を希望しているが、助成不可等の理由により改修 基本的に1回のみ利用可能な助成事業に対し、事例4

を断念している。。 は「年齢と共に変化する要求に対応して欲しい」と望ん

「使用材料」の問題のうち、事例6は便所利用時に頭 でいる。

を壁にっけるが、不随意運動により壁に穴が開いたため、

クッション材を設置している(写真4-1)。事例8は、

電動車椅子の利用により壁に穴が開いている(写真4一

2)改修内容、効果、ニーズ 改修場所・内容の特徴

として、寝室・洗面脱衣室・浴室・便所へのリフトの設

2)。 置や、木製ベンチの設置が挙げられる。

4.6改修と専門職の関与

効果のうち、本人には「本人の自立を支える効果」と

「本人の負担軽減効果」、介助者には「介助者の身体的

本人・家族のニーズを理解できる建築関係者への相談

を希望している事が明らかになった(表4-8)。

負担軽減効果」と「介助軽減効果」が得られている。

ニーズは、 「自立に向けたニーズ」、 「生活の中で発
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生するニーズ」、「変化により新たに発生したニーズ」

があり、改修後も「段階的」に発生している。

3)計画時の考慮点「利用福祉機器(事例4、

10)」、「身体機能(事例7、9)」、「介助者(事例4、

6、7、8)」を考慮した「引戸」、「寝室一便所・浴室

動線」、「寝室、便所、脱衣室面積」、「設備位置」の

計画が必要である(表4-9)。

表4-9計画時の考慮点
   配慮項目事例根拠

   引戸の計画的脅慮10電動車椅子を利用している事例10は、共用部分である外開き扉を引き戸に変更したいと考えているが、改修には至っていない。共有部分の問題や車椅子利用を考慮した場合、計画段階で引き戸を検討する慧義はある。
   寝室一便所・浴窒動線の計画的考慮1事例1は、寝室一DK一便所一浴窒・洗面脱衣室にリフトを設置したが、便器の方向がリフトの動線に合っていないため、不便を感じている。また、寝室から便所への移動時にはDKを経由するため、リフトで便所、浴室に行く度にデーブルセットを移動させている。

   7事例7は、身体機能の低下により、寝室一浴室移動が困難になっている。

   寝室、便所.脱衣室、面穣の計画的考慮4、6、8事例4、6、8は介助者を考慮した「便所」の面穰が必要である。   4.7「就寝」の特徴(事例4、7)からも明らかな様に、就寝時にも介助者が必要となっている。そのため、障がい者の場合、介助が必要な場所や寝窒では、介助者を考慮した面積計画を行う必要がある。
   9脱衣時に便所を利用している事例9の場合、「脱衣窒ゴに椅子等が置けるスペースが必要である。

   設備設置位置の計画的考慮4事例4は、インターフォン高さが問題として挙げられている事から、車椅子利用者に配慮した設備高さを検討する必要がある。

4)改修時の考慮点改修時に、①「スイッチ」を検

討する事で「自立の促進」や「介助軽減」効果、②「使

用材料」を検討する事で「本人の身体的負担軽減効果」

(事例6)、③「車椅子」等利用福祉機器を踏まえた改

修を行う事で、「動作の容易性」(事例9)が見込まれ

るため、改修時には「設備」、「材料」、「利用福祉機

器」等の環境を考慮する事が必要である(表4-10)。

表4-10改修時の考慮点
    配慮項目事傍根鍵鵬できる効果

    スイツチへの考慮4本人が自立した住戸内の生活環境を整えるためには、インターフォンやスイッチ等設傭の位置の利用福祉機器や移動形体に配慮した位置を決める必要があり、場合によっては人感センサ蝋の変更も検討する必要もある、自立梶進介助軽滅
    使用材料への考慮6.8身体機能の特性や利用緩器により.壁などの確損がある。特に事倒6の場合、頭の接触により壁に穴が開いている事から、本人の身体的負担も大きい事が予灘されるため、耐用性と人への衝撃を考慮した材の選定が必要である。本人の躰的負担軽濠
    輔子への考慮9事傍9は、台所キッチンカウンター下に車椅子仁乗った状態では闘が入らない。改修時には、利用する福祉機器を考慮した改修計画を検討する磨要がある。動作の容易性

5身体障がい児向け住宅改修

5.1調査概要

1)調査内容茨城県で統合保育を行っている保育園

の協力を得て、通園又はデイサービスを利用している障

がい児のうち、保育園側が調査対象者を選定し、園での

ヒアリング調査を行った。このうち、許可が得られた4

件を対象に訪問ヒアリング調査を行った。訪問調査は、

基本的にヒアリング、写真撮影、見取り図の作成を、

2008年3月25日～20008年10月20日に行った。自宅

への訪問調査を行ったのは3事例(事例2、4、5)のう

ち、2回訪問を行ったのは事例2と4である。調査概要

については表5-1、改修内容については表5-2の通りで

ある。

2)自治体制度とニーズ調査対象児のうち事例1、3、

4と事例2、5が居住している地域は異なるが、両自治

体で、自立支援法の「日常生活用具」として20万円の

助成、その他自治体の取り組みとしては40万円、合わ

せて最高60万円の助成を行っている。助成対象種目は

介護保険制度と同様であり、各事業1回のみ利用可能で

ある。制度へのニーズは表5-3の通りである。

表5-1調査概要表5-2改修内容

  調査対象績含保育を行っている保育園に通園した軽験のある瞳が児とその家簾

  調査方法(重複あり)園でのヒアリング2名.  訪閻ヒアリング調査4名、写真撮影4名、見取り図2名
  調査期間2008年3月25日、2008年9月23日、2008年10月20日
  年齢8巌〔n、7鼓(2>、磁ω、臓(1)

  性劉男の子3名、女の子2名

  身体状況ダウン症、秘性まひ、髄膜麿、軟骨無形成症、外傷による繭上肢・両下肢磯能障害
  障署籔養育手帳A(1)、2級1種(D、障害1縁(1)認定なし(D、不明q)
  家族構成3世代(7人)2名、3世代(6人)1名、3世代(5人)1名、2世代〔6人)1名
  住戸形態戸建(2踏)5名

  所有状況持家5名

旧謝皐箪いす割十,介介脇者自け、自自立臼け,ケ怪該訪止.転転劉防止

【ニーズ1滑滑り止めマット.段段蓬解酒.轄斉効輻員の控大、手手すりの婁置.

便便屋の改修、函函積骸大,台式台毅置,琵賢更.蛇口変更、新新殿、り天井

達行リフトの駆.艮床撰変更.EEV殿量

'婆漬し翼層に葭修をした

表5-3制度ニーズ

事例2は、便所改修の際は助成金を利用していない理由は、手すりの設置だけであっ
たため、自己負担にした。今後、大掛かりな改峰をするかもしれないため、その疇に助
成を使った方が良いと思っているためである。

事例4は、障がい認定下りないため、助成制度は利用できていない。介助者である母
親は、助成が受けられれば、本人が親と同じ様に生活できる環境を整えたいと考えて

いる。

5.2改修内容と効果

調査を行った5事例のうち、調査時点で改修を行って

いたのは3事例(事例2、3、4)である。改修した事で、

本人には①「本人の自立促進効果」、②「転倒減少効

果」、③「動作を容易にする効果」、介助者には「介助

者の負担軽減効果」が得られている事が明らかになった

(表5-4)。事例5は、2008年12月に介助者の負担軽

減を目的とした改修を予定している。

表5-4改修内容と効果
     効果事倒内容改修内容

     本人自立促進効果2便器に設置する手すりを付ける改修を行う事で、排尿時の動作が一人で出来る様になっている。便所手摺     4陪段は手すりがなければ、四つん遙い、下リはお尻を使って下る方法はあるが、手が短くて手が届かない、下りも上りと同様姿勢であるため背を向けながら下リ、子僕では危ないので手すりを設置している。現在本人の手の届く窩さ(510mm)に父親が設置した事で、陪段の上り下リが可能となっている,躇段手摺
     転鐙濠少4歩行形体が「かこい歩き】であるため、数ミリの段差でも転倒するため、1踏屠室の敷居段差にはミニスロープを設霞した。敷居段差解消

     玄関上り権には闘居している祖父がパイプ設置.改修を行った事で、転倒の藏少効果が得られている。パイプの設置

     動作を容易にする効果4事傍4は、軟骨無形成症であるため、成長ホルモンの治療をしない場合、最終身長が120cmまでしか伸びない。腱の長さが340mm、股下の長さが28Gmmであるため、建具の変更では、身長が低く、扉の取っ手に手が届かないため、器具を和用して本人が扉の開閉を行っている。しかし、全ての部屡に器具を醍置しているわけではないため、部屡の扉が閉まると閉じこもりになる亀険性があるため、建具に緩を設置した.その結果、簡単にどの部膣にも設置できるため、閉じこもりの危険性がなくると共に、扉開閉動作が容易になっている。取っ手の工夫を行った事で、便所祠用時に洗面所から簡易踏み台を持って来る動作も濠少している。建異取っ手に総取付
     介助者負担軽浸効梁3玄関アプローチの陵段部分をスロープに改修した事で、玄閣ポーチまで車椅子が祠用できる様になリ、介助者は「楽になった」と感じている。玄関スロープ
5.3場所別改修ニーズ(表5-5)

本人の「自立に向けた改修ニーズ」、「転倒防止ニー

ズ」、介助者の「負担軽減向け改修ニーズ」のうち、改

修困難または大掛かりな改修に繋がるニーズとして、①

玄関アプローチや玄関を車椅子むけに改修、②脱衣室の
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面積拡大、③有効幅員の拡大が挙げられる。
表5-5場所別改鰹ニーズ

     畢例場駈希望内審具体的内審

     自立に向けた改修2-Itー便所手摺、便塵今蓼では、排曝時は改修により毅置した手すりを和絹していたが.楼便時は便座に対し逆向きの体躁座りの択馨で利嗣していた。しかし対象児の成長に伴い團も伸びてきたため、今までがむずかしくの選勢での新たに陰便が困難になってきている事や、本人の自立を促すために通常の鰺勢で便所が利用できるようになるための改修を希墓している。員体的には,①離象泥は下蔽鍛縫が鱈く股を広げるのは難く驕乗りになる梯は困難であるため、上肢で懇勢を縫持するための.龍方に設置する可動式手すり、②便慶の内径が大きく、本人が落ち込んでしまうため、それを防止するための工夫したいと脅えている。     1谷室手嗣.段差鰐;肖本人の「入浴自立」のためには、浴室に手すりが有効であると弩え、設置を希望している。対象児の住戸内移勤は四つん逡いであり、段差があると下蔽翻分が怪義しやすいため、;各室の段差解消を希望している,

     三円・三蠣噌.:三』.炉}」「職鞍鍾.写」〒野㌦、・・r騨1「叢隷麟驚纈磯拳舞齢編灘蓬鰯と綴灘繊麟蜘錘藤蟻菱鱒駄灘渤移鎗『畿麟纏鵯慈醐擬鋸嶺綴蝋灘麟、鋤詞勲盛毒鍵、露磯犠騨麟難嚢琴翻顯縣蟻そ解擁熱轟弄冬轡辮織講麟趨轍譲灘欝雛叢鷲甦鐙翻羅織鑛鍛鍛懸響禦難酔・

     4踏段手摺今鍛交互歩きが出奈なければ、階段昇隣の自立を雑持するため、封象児の威長に合わせて、手すりの位置を付け蒼えて行くことを考えている。     洗薗既蛇ロ洗面蛇口に手が属かないため、3最10ヶ月までは、洗面台に水を貯めて、手洗いをしてい島それ以降は自分で出来る様になったが、蛇ロまでの距踵が3∂Gmm.シャワーは釦Ommあるため,もう少し手繭まであるといい。家塵の利用も考えると蛇口は坤爾するものがいい,洗面台の高さは7駒であるため、コ00rn閉の式台があれば届くが、市飯では晃つからず、敵修には至っていない。しかし.この翻董の7ヶ月後に2回目訪問を行ったところ,身長が2cm伸びた壌で、各霊の建興開閉の問題、蛇口の長さの間題は解決していた。
     便断折畳み台の設置躊尿瞬は浴室を利用しており、排便時に便駈を利用している。便所の飴作は、①洗面駈から踏み台を持って来る.②踏み台に上がる、(鍛み台を使って外關き戸の取っ手レバーを下ろし、戸を半關きにする、④踏み台から下りる、⑤踏み台を移動させ.戸を開く、⑥露み台を鋳って便所に入る、⑦錯み台に上がる、⑧便屋に上がる、⑨便座から下りて踏み台に蘂る、⑯髄み台から下りる、⑪便所を出る.⑫踏み台を洗面所に持って行く、である。飽の憲簾も一縮に利用する事を奢慮すると、便所内に折りたたみ可籠な踏み台の設置を希望していた。
     建具融っ手住戸内の引戸の開隅はできるものの、片關き戸の場合、ドアノブに届かないため対象児と憲籏が科用できる嬢具取っ手の変更を精望していたが、2回目の訪閻時には、身長が伸びたため.この間題は解決している。

     転圃防止1階段渦り止め箏飼1の場台、階段を2踏からi購に下りる瞭、1陵の港段前の鳳下を家獲が歩いているどそちらに気を取られて.最後の1段を踏み外し転劇した事が数圏程度あったため、滑り止めか伺か付けたいと脅えている。
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     5㍉P馳一Tr騰1.L_.ご_二二'≡.r『』Σ.ζ';:難獄.5モー三一鍛翻鹸董鑛萎轟湊鶴灘駿購、黛蛎糠φ鯉麟蘇妻灘燃縁を駁薮総き浄か灘蜜1壌麹灘萎嬉鞭樵擁瞬轡葵翻灘麟載毎辮編撫嬉購磯繊獲し≧夢構濱も}義・難饗嘩登護耀潔識灘鞭騰麟甥難を灘・糠蜂灘砿麟ぢ躍宅灘蔑餐罐蔑鰯蒼鍛蟻議弓と繊鷲繍。'..、』...     浴窒1」フト導鯛5の入潜介助は、本人が冷えない様に、介助奢である母親は洋腺を看た状悪で介助しているため.入浴介助鋳は、母駿は浴檀外から.抱きかかえた状望で本人を浴槽に入れるため.持ち上げる時、腰が痛(なるため、洗面駁衣室・俗茎にリフトを設置し.介助の賃担を軽湿できる環境を整えたいと唐えている。
     居室床材変翼屠室の改修ニーズがある事個5は、屠室の段蓬解消及び床材変更により、介助者の負担軽置をしたいと考えている。畳からフローリングへの床材変更により、布団からベッドの生活樺式にし,介助時の抱き上げる高さを短くし、腰への負担軽濠する事を検酎している。

     段差解消陣椅子向け】住戸内に段鐘があるため車椿子移艶が出来ないため、床材変更に伴い、段差解消を行う畢を検討している。
     階段E>設置賠段の上り下りや箪棲子への移桑による抱きか替えは舞日のことであるため、車椅子が利用できるEVを設置したいと考えている。
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塗潰し改修による対応が困難なもの

5.4改修等に至らない要因

改修に至らない要因(表5-6)として、「一過性の問

題」、「居住場所の未決定」が挙げられる。また、「介

助力と経済的問題」では、「限界にこないと改修には踏

み込めない(事例2)」、「頑張れるうちは抱っこ介助

を行う(事例5)」など、改修は検討しているものの、

介助力に頼っており、改修に至っていない事例がみられ

 る。

表5-6改修等に至らない要因
    解例内容

    一過性の問題改蜂が行われなかった事例1の場合.対象奢はダウン症であり5、～6歳の時に一人で玄関の鍵をτ開けられる様になったため.一人で出て行く事が何度かあり、鍵を2重ロックにする事を検討した。しかし、現在は親に外に出て行きたい意思を伝えてから出て行くため、改修は行っていない。    纂例4は、建具取っ手、水道蛇ロに手が届かなかったため、この問題を解決したいと考えていたが.42回目(約7ヶ月後)の訪問時には身長が2cm伸びた事で、これらの問題は解決している。

    介助力と経済的間題抱っこ介助は箆日の事で.主介助者である母は腰を痛めているため.祖父母の協力を得て介助を行っている。改修は経済的問題もあり、すぐに建て醤えるわけにはいかない。車も単椅子でそのま2ま入れる福祉車輔への買い蕾えを検討しているものの、買い琶えには至っていない。家も卑も、抱っこを家族で出来なくなるなど.限界にこないと改修には踏み込めないと懸じている。    現在ベビーバスに入れて体を洗ったりしているため、本人の体力がついて自分で車椅子を自走出3来る様になる.もしくは介助ができなくなったら、住戸内のバリアフリーを考えたいとしている。
    頑張れるうちは抱っこ介助を行い、抱っこできなくなったら、象を建てた方が良いのではないか、と5考えているものの、現在介助貸担を軽減するための住宅改鰹を検討している。

    居住嘱所の問畢例2は、敷地内に二軒家が建っている。母屋は二階建てであり、父親の両釈が生活している。離れには対象児と両親が生活しているが、離れには浴室がないため.就寝以外の生活を母膣で行っ2ているものの、対象児は母屋での就覆も増えてきている状況である。しかし、対象児の父親は畏男ではないため、このまま現在の場所に住む潔は確定しない、そのため、今までは母屋を大観かりに改隆工箏しないで済む様にしている。
    現在住宅改峰を検討している事例5も、現在の生活空間は2階であるため.子供が成長したら、生1

5.5改修と専門職の関与

事例2は、「障がい(児)の事がわかる専門職への改

修をお願いしたい」と考えている。大掛かりな改修を検

討している事例5は、依頼した大工には、「バリアフリ

ーにお願いをしているから、その様にやってくれると思、

う」としている一方で、動線計画をどの様にしたらよい

のか悩んでいる。

5.6考察

1)制度障がい児の住宅改修を支援する制度は、自

治体の助成事業であるが、制度の利用は原則1回である

ため、事例2は「大掛かりな改修の時」のために制度を

利用していない。改修に至らない要因として、経済的問

題が挙げられている事や、介助力の限界まで環境改善に

踏み切れない実態がある。物的環境の改善により、「介

助力の負担軽減効果」が見込まれるため、利用しやすい

制度の検討が必要である。

2)計画時の考慮点障がい児の場合、①自立促進に

向けた「引戸」、②本人の身体的負担や自立、介助の容

易性を促すための「有効幅員」、③介助者の負担軽減の

ための「駐車場と玄関の配置」(写真5-1、写真5-2)、

④介助者の負担軽減のための「洗面脱衣室面積」(表

5-7)について、計画時に考慮する必要がある。

写真5-1事例2 写真5-2事例5

表5-7計画時の考慮点
    考慮項目事倒根拠

    引戸4自立促進事例4は、身長がなかなか伸びにくいため、閣き戸の關閉が困難でおった。しかし、住戸内には.引き戸もあり、その場含はどの高さでも開閉する事が出來るため.問題とはならなかった。

    莉効幅員2抱きかかえ移動自立歩行が困難な瞳がい児の場合、介助者の抱きかかえによる介助がある。特に.抱きかかえの場含、事例2.5で見られる様に.腐下や建具枠部分では斜めに抱く簿気を配っている。そのため、十分に抱きかかえる幅を考慮して、有効幅爵を決定する必要がある、
    5廊下幅750mmを抱き抱える時は.鱗めにする。しかし、躇段幅970mmでは.抱え直す事はしていない.

    2車椅子事例2は、現在住戸内を四っん遁いで移動している。将来は、車椅子の利用を検討する必要があるが、廊下の莉効幅員が〔mm)であるため.自走式卑椅子の利用が困難であると考えられる。

    駐菓場と玄関の配置2介助者の負担軽滅抱きかかえる負担を軽減するため、事例2の場合.対象児を駐距場まで抱くのは大変だから、桶き出し窓や勝手ロまで車を寄せている。    5事例5は、生活空間である2階への踏段に近い腐下の禰き出し窓に箪を寄せ、住戸内外の出入りをしている。

    4事例4には双子の妹がいるため.保胃園から4人で帰ると、母親は駐車場に機近している桶き出し駆から抱っこで双子の妹を祖父母に預ける。その畿.対象児と一緒に玄関まで歩いていた。

    洗面脱衣奎の面積2.5事例2、5は洗面脱衣室が狭いために.他室で脱衣を行っている.脱衣行為を行っている室と浴蚕間には、最短でも他甕を透過する配置になっているため、洗面脱衣窒の「面積拡張」の改修ニーズがある。両事例とも、更衣の着脱時には.対象児が横になる事から.事例5の脱衣室にベッドが置ける様な改修ニーズがあり.一人分のベッドスベースと介助しやすいスペースが必要である。
3)改修時の考慮点事例2、4は、排尿の自立はでき

ているものの、電気スイッチのみ介助を必要としている。

本人の状況に応じて、人感センサー等「スイッチの変

題5活空間が1階にある累を建てたいと考えているため.いつまで現在の家に住むのかを考えると改
_t.一一.1盤どこまで行えぱよし・の赴墨壁堕.}転.一.、一._一一一一..一一一,J
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更」が、「本人の自立促進効果」と「介助者の負担軽減

効果」が見込まれるため、改修時に考慮する項目として

「電気のスイッチ」を認識する必要がある。

6まとめ

6.1効果とニーズ

改修により得られた効果には、本人への身体的・精神

的効果と介助者への効果があった(表6-1)。

ニーズは、「身体機能の変化」、「利用福祉機器の変

化」、「介助者の変化」、「家族の変化」、「生活をす

る中で発生する」等、環境の変化により「段階的」に・発

生している事が明らかになった。

6.2制度

介護保険は、費用を分割して利用できるため、「段階

的ニーズ」に対応できる制度である。助成事業は、①介

護保険制度に設定されている種目以外の改修が出来るた

め、より個別的なニーズへの対応が可能な事業である、

②専門職の関与等自治体独自の取り組みが行われており

(表6-2)、改修の質を維持・向上する役割を担ってい

る。椴階的」に発生している改修ニーズや専門職のア

ドバイスを希望している現状と介護保険や助成事業の長

所を取り入れたシステムの構築が、在宅生活の維持・継

続する'ためには必要である。

表6-1効果表6-2制度のメリットとニーズ

         効果趨査宝橡介護保険助成學桑

         本人身体的効果メリ・ントニーズメ11ットニーズ         体の保持・安定確保

         NPO建箋噺慣の関与li[し         自立の促進.本人の自立を支える効果

         「行動範囲の拡大」

         齪仁一ズに対露した改修可縫
         貧握軽藏効粟段賠的ニーズ         動作を容易にする効粟リハ窃院退競患者全国一律段薗的ニーズII         禰神的効果分翻利用可蓬

         障がい者勧成制度を利用して改修         介助者介助軽巌効果1奪門職のアドパイ1スを受1†たい…         介助者・家族の安心座」1
         介助者の身体的負担軽減効果繭がい児

6.3計画時の考慮点

今回の調査では、高齢者、障がい者、障がい児それぞ

れの改修の特徴がある一方で、共通したニーズも多くみ

られた。各調査で共通していたニーズや問題点のうち、

改修が困難または計画最階で取り組む事が望ましい内容

を「計画時の考慮点」とした。

1)有効幅員車椅子利用者、杖利用者、障がい児に

とって、1安全確保」、「動作の容易性」、「介助の容

易性」を得るためには、有効幅員は重要な要素である

(表6-3)。

表6-3有効輻員
    網責対象翼悪見込塞れる効果.

    「INPO1暉椅子利用毒は、臨下幅員が問題となり、ガラスからアクリル帳への変更改修辱.助」墨よる改修が行われている。安鍛保1_一一一一___『_.___凋1動作の容易性    トlF・'嘘ん　をする片鰭麟胸城一一一「「    雨松葉杖利用者は.松粟杖の幅分人体寸法より広い開口が必要となる、

    h「…11瞬がい児11学齢期でもで抱きかかえによる移動介助を行う堰合.「720～780の編員」では子棋にIiぶつかるため.介助者は霧めに抱え直して臨下や閣ロ蕊を通過ずるが.児壷にぶっ」」璽もある.1一一一'.一.一一.一一一一一一一一・イi安全性購俣.介助の容易性.1.__」

2)引戸引戸は、開閉時に重心の移動のみであるた

め、自立促進効果や安全確保の効果が見込まれる。引き

戸には引き込みが必要であり、NPOでは引戸への変更に

よりスイッチの移設工事が行われている事から、計画時

に考慮する事が望ましい(表6-4)。

表6-4引戸
   翻査対象奥態見込まれる効果

   NPO介護保険遜用外の改修で、引戸への変更に倖うスイッチの移設工翠を行っている。機能が低下しても利用し饒ける事が可能
   リハ病院片庶痺毘者の場舎、開き戸は前後の移動が必要である。引き戸の方が璽心の移動のみである。安全確保

   両松葉杖の場合でも.便斎開き戸關閉介助が必要。自立促進

   陣がい者享偶9は關き戸を引き戸に変更している。事例10は竃動車椅子のため、玄関扉の引き戸への変更を希望したが、共用部分であるため、改修には至っていない。自走式車楠子利用でも利用可能
   障がい児陣がい児(事例4)は關き戸の取っ手に手が届かない事で、閉じこもりの危険性があった。しかし.引き戸の部膣では.問題なく本人が開閤できていた。自立促進

3)玄関と駐車場及び玄関アプロ・・一・チ玄関・駐車場

の配置と共に、玄関アプローチを計画時に考慮する事で、

「外出促進効果」、「介助の容易性」が得られやすい住

環境となる事が推測される(表6-5)。

表6-5玄関と駐車場、玄関アプローチ
   鯛査対象案態見込まれる効果

   NPO機能が倦下し、玄関アプローチ踏段が困贈こな怯外出行動に影響を与えている。外出の促進

   リハ病院玄関アブローチの3段の薗段供用階段)の介助を別世帯の親族に依頼した。外出の促進

   瞳がい児障がい児を軍から抱きかかえて移動する場合、玄閲を利用するのではなく、住戸内に最短で入れる開ロ部を利用して.出入りしている事から、玄関と駐車塒の位置闘係は重要である。介助の容易性.利用福祉機器の変化に容易に対応
4)寝室一一便所・浴室動線、DK配置寝室一便所間に

DKがある事で、①体を安定させるための手すりの設置

が困難、②動線が長くなる、という問題が発生している。

これらの問題を解決するためには、寝室一便所・浴室の

動線と配置を計画的に考慮し、他室との構成を検討する

必要がある(表6-6)。

表6-6寝室一便所・浴室動線、DK醗置
   網費対象翼態晃込まれる効果

   リハ病院リハ窮院退院患餐で動線にDKがある3幕俄のうち.2(事例3、B}事例は覆塗一便所間で転倒縫験がある。事偶8は.ベッド上での樽濯が多い傾向にある。事倒gは手すりを翰望しているが、DKに手すりを設置する事は困難である。介助奢である妻は、移動が困難になったらベッド上での携濯を検餅している。転鋼防止.安全確保、介助軽浅
   障がい者リフトを設置した瞬がい者のうち.翠偶1は褒垂一浴霊・便所間にDKにあるテープルセットをリフト利用の度に移動させている。介助の容易性

   寝室一浴室間にDKがあり動線が畏いため.事倒7はIJフトの利用が困難になりっっある。在宅生活の懐持

5)浴室、脱衣室の面積

計画時に配慮する事で、

「動作の安全性の確保」

込まれるため(表6-7)、

計画時に

表6-75

適切な浴室・脱衣室面積を

「本人の身体的負担軽減効果」、

、「介助者負担軽減効果」が見

浴室と脱衣室の動線と面積を

考慮す'る必要である。

谷室、脱衣室の面積
   調査対象案態見込まれる効果

   リハ病院リハ瘤院退院患者のうち、事例1は入浴介助が必要であるため、「浴窒(洗い嘱)面積の拡大」ニー一ズがある。介助の容易性
   入浴が自立している事倒11は洗い場面積が約1360x1730であり.壁面に設置してある手すりまでの移動にシャワーチエアを歩行器代わりに利用している。安全性の鰹保

   瞳がい者瞳がい者である事鋼9は、洗面脱衣室に椅子を置くスペースがないため、便藤で衣隠の着脱行為を行っている。動作の容易性

   瞳がい児瞳がい児の堀含、衣隠の着脱で横になるため、駁孜室には十分なスペースが必要であるが、面積が確保されていないため.屠茎簿で衣腺の慧鋭を行う。事鯛2は屠窒一DK一廊下一洗面脱衣護、事例5は居窒一藤下一洗面鋭衣室の経躍を抱きかかえて移動している。介助の容易性
6)物干し自立した日常生活を維持するためには、

物干しの配置等を計画時に考慮する必要がある(表6-

8)。

表6-8物干し
調査対象

リハ病院

1瞳がい者
L_.一.

案態 晃込まれる効果

Vハ病院退院患者である事傍6は、片癖舞であるため2購のバルコニーは利用してい
ない。自分の洗濯物等を干せる様にするため.1階に簡単な踏み台の設置と雨よけ自立の雑持

を設置している。

灘驚箋輔謄纒籠1豊懸簾離を干したし1・立促・
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7)温熱環境住戸内の温熱環境を考慮した設備等の

計画時に考慮することは、身体的負担の少ない在宅生活

を送る上で必要である(表6-9)。

6-9温熱環境
   調査対象実態見込まれる効果

   リハ病院特に2月に調査した事鯛では、布団(事翻8>や炬燵(事偶5)で日中すく'している事倒がみられた。事鋼8は、寒さをしのぐため.日中ほとんど布団の中に入っていた。便所への移動時に転飼し、入院をしている。住戸内活動を行う事で機能を維持
   障がい者浴窒にリフトを設置した障がい者の場合、鴨居部分を切り取ったため、廓を閉めても空気が流れるため、寒さを感じている。暖房器具を利用し、浴室を渥めているが、ガス配線の関係で十分な暖房効果は褐られていない.本人の身体的負担軽減

6.4改修時の考慮点

改修時に考慮する事で、自立や負担軽減等の効果が見

込まれる項目をまとめた。

環境の体系化に向けた研究を続けていきたい。

謝辞

各団体および利用者の方々のご協力により、今回の事

例調査を行う事ができました。快くご協力してください

ました皆様に、心から感謝致します。

〈注〉

1)東京都の「東京都重度身体障害者(児)住宅設備改善費給イ寸
事業」は、2006年の自立支援制度後に、「中規模改修」、
「屋内移動設備」の2種目に分けられ、「小規模改修」はな
くなった。「中規模改修」は、日常生活用具給付事業の上乗
せとして位置付けられている他、「屋内移動設備」の助成事
業を行っている。費用は、実施主体である各区市町村により
設定されている。

〈参考文献〉

1)スイッチ「ワイドスイッチ」や「人感センサ

ー」への改修は、本人の自立や患側の残存能力活用等に

よる動作の容易性や、介助軽減効果に繋がる可能性が高

いため、自己決定が容易な環境整備には考慮が必要であ

る(表6-10)。

6-10スイッチ

   調査対象実態見込まれる効果

   リハ病院片麻痺愚者はスイッチ動作が複雑である。動作の容易性

   障がい児事例2、4は排尿は自立しているが、電気スイッチには介助が必要である。自立促進、介助軽滅
2)使用材料介護保険制度では、「床材の変更」が

改修種目として設定されているが、安全面や利用者の身

体的負担を軽減するためには、床に限らず壁面等の使用

材料の検討を改修時に行う事が必要である(表6-11)。

6-11使用材料

   調査対象実態見込まれる効果

   NPO高齢者向け住宅改修調査のうち、車椅子でガラスを酸損したため、助成事業でアクリルへの'が行われた。安全確保
   障がい者電動車摘子や不随意運動による壁の酸損がある。特に、不髄意運動による壁の破損は、利用者の身体的貧担も推測される。本人の身体的負担軽浸

7.今後の課題

本研究は、①改修動機に助成等の「制度」が関わり、

②改修による「効果」が得られる事で、③次の改修「ニ

ーズ」に繋がり、④関与専門職の有無が改修効果等に影

響を与えるという仮説を立てていたが、「制度・効果・

ニーズ・関与専門職」の関係性を体系的に捉える事はで

きなかった。

非常に限られた事例ではあるが、「高齢者」、「障が

い者」、「障がい児」の住環境ニーズや問題点から、身

体機能が低下または障がいがある場合の共通点を基に、

在宅生活を継続する上で、計画時・改修時に考慮する事

が望ましい内容まとめる事ができた。

今後は、高齢者、障がい児・者を対象とした住宅改修

の効果とニーズに関する関係性を明らかにすると共に、

それぞれの改修特徴を踏まえた上で、改修効果の場所・

内容、要素を分析し、混在している「計画時の考慮点」

と「改修時の考慮点」をより明確にし、身体的特性・変

化による制限を受けず、誰もが容易に自己決定できる住
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